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序     文 

 
 
サハラ以南アフリカ諸国のなかでも最貧国の一つであるニジェール共和国は、初等教育の純就学率

が 39％（2004 年）と世界最低水準にあり、国際社会が目標としている 2015 年までの初等教育完全普

及の達成が困難な状況となっています。 
 
このため同国政府は、「教育開発 10 カ年計画（PDDE 2003-2012）」を策定し、就学機会の拡大に取

り組んでいます。同計画では、各小学校に教員、保護者会、母親会の代表からなる学校運営委員会

（COGES）を設置し、住民が学校運営の中心的な役割を担うことを目指しています。わが国は同国

の要請を受け、住民参加を促進した学校運営改善を目的とした「住民参画型学校運営改善計画（みん

なの学校プロジェクト）」を 2004 年 1 月から 2007 年 7 月まで実施しました。同プロジェクトで具体

化した COGES による学校運営モデルは着実に効果を発揮し、これまでにタウア州とザンデール州の

全 2,800 校に COGES が設置され、COGES 主導による教育改善活動が活発に実施されました。同国

政府はこの成果を高く評価し、プロジェクトが確立した COGES モデルを国家のモデルとして全国の

約 9,000 校へ普及する計画を策定し、わが国に対しその技術協力が要請されました。 
 
これを受けて国際協力機構は、COGES モデルの全国普及に対する協力を検討するため、2007 年 4

月に事前評価調査団を派遣し、ニジェール政府や関係機関との間で、協力計画の策定に関する協議を

行いました。本報告書は、プロジェクトの要請背景や案件形成の経過と概略を取りまとめたものであ

り、今後の本プロジェクトの実施にあたって活用されることを願うものです。 
 
ここに、本調査にご協力をいただいた内外の関係者の方々に深い謝意を表するとともに、引き続き

一層のご支援をお願いする次第です。 
 
平成 19 年 7 月 
 

独立行政法人 国際協力機構 

人間開発部部長 菊地 文夫 
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写     真 

 

COGES 委員らと話す州国民教育局長 
（ザンデール州マガリア県） 

学校活動計画を説明する小学校長 

（タウア州イレラ県） 

COGES の会計係ら委員から聞き取り

（ザンデール州マガリア県） 

COGES 主導で建てた小学校の教室 
（ザンデール州ザンデール市） 

COGES が運営するコミュニティ幼稚園

（タウア州イレラ県） 
小学校の子どもたち 

（タウア州イレラ県） 



略 語 表 

 

略語 正式名（英語名） 日本語 

AFD Agence Française de Développement フランス開発庁 
APP Activités pratiques et productives (Practical and 

productive activities) 
生産実習活動 

COGES Comité de Gestion des Établissements Scolaires 
(School Management Committee) 

学校運営委員会 

C.P.COGES Cellule de Promotion des COGES 
(Section of Promotion of COGES) 

COGES 推進室 

DEP Direction des Études et de la Programmation 
(Department of Studies and Programming) 

調査計画局 

DGEB Direction General de l’Enseignement de Base 
(Department of Basic Education) 

基礎教育総局 

DREN Direction Régionale de l’Education Nationale 
(Regional Office of National Education) 

州国民教育局 

EPT Ecole Pour Tous 
(School for All) 

みんなの学校プロジェ

クト 
MEN Ministère de l’Education Nationale 

(Ministry of National Education) 
国民教育省 

M/M Minutes of Meeting ミニッツ 
PADEB Projet d’Appui au Développement de l’Education de Base 

(Project of Support for the Development of Basic Education)
基礎教育開発支援プロ

ジェクト 
PDDE Programme Décennal de Développement de l’Education

(Ten-Year Educational Development Plan) 
教育開発 10 カ年計画 

PDM Schéma d’Elaboration du Projet 
(Project Design Matrix) 

プロジェクト・デザイ

ン・マトリックス 
PO Plan d’Opération 

(Plan of Operations) 
活動計画 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 
(Technical and Financial Partners/Donors) 

ドナー 

R/D Record of Discussions 討議議事録 

UNICEF United Nations Children’s Fund 国連児童基金 
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第１章 要請の背景 

 
サハラ以南アフリカ諸国の中でも最貧国の一つであるニジェール共和国は、教育開発 10 カ年計画

（Programme Décennal de Développement de l’Education: PDDE 2003-2012）において、初等教育総就学

率を 2002 年の 41.7%から 2012 年には 94%まで向上させることを目標としている（2004/2005 年時点

で 52％まで上昇）。同計画の柱の一つとして打ち出されたのが、学校運営に関する権限を中央省庁か

ら、校長、教師代表、保護者会代表、コミュニティ代表から編成される学校運営委員会（Comité de 
Gestion des Établissements Scolaires :COGES）へ移譲することを骨子とする地方分権化政策である。こ

の政策は住民やコミュニティを学校運営の中心的担い手として位置づけ、計画策定から運営管理、教

員の管理、親への啓発活動に関する責任を持たせるものである。しかし、当初はこの政策を具体化す

る実施計画がなく、政策は機能していなかった。そこで、ニジェール政府は日本政府に対し、2003
年に COGES 政策を具現化するための技術協力要請を行い、これを受けて日本政府は 2004 年 1 月よ

りタウア州を中心として、「ニジェール国住民参画型学校運営改善計画（みんなの学校プロジェクト）」

を実施している。 
 
同プロジェクト・フェーズ I で具体化した COGES による学校運営モデルは、学校運営への住民参

加を効果的に促進し、着実に効果を発揮してきた。これまでにタウア州とザンデール州の全 2,800 校

に COGES が設置され、COGES 主導による教育改善活動が活発に実施された。フェーズ I 終了時評

価（2006 年 7 月）では、教育改善活動に必要な資源として各 COGES で年間平均約 5～6 万円相当が

集められ、各学校で 5～6 つの活動が実施されたことが大きな成果として確認された。同国政府はこ

の成果を高く評価し、プロジェクトが確立した COGES モデルを国家のモデルとして全国の約 9,000
校へ普及する計画を策定した。そして日本に対し、「ニジェール国住民参画型学校運営改善計画フェ

ーズ II」として技術協力を要請した。 
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第２章   調査・協議の経過と概略 

 
２－１ プロジェクト形成の経過と概略 
本プロジェクトの形成にあたり、以下のとおり事前評価調査団を派遣した。 

 

期間 2007 年 4 月 9 日～4 月 22 日 
（國枝団員のみ 4 月 9 日～4 月 29 日） 

団員構成 
（所属） 

団長：人間開発部基礎教育第 2 チーム長 石原 伸一 
学校運営／住民参加：人間開発部基礎教育第 2 チーム特別嘱託 國枝 信宏

研修計画：人間開発部基礎教育第 2 チーム職員 岩崎 理恵 

派遣の目的 プロジェクト協力期間延長後の進捗を確認し、ニジェール側関係者とプロジ

ェクトの枠組みについて協議を行い合意する。また、同分野で協力を行って

いるドナーと協議を行い、情報共有や具体的な連携について意見交換をする。

調査結果概略 ① 延長期間に設定された 4 つの成果は順調に進捗しており、第 2 フェーズ

で政府が目指す機能する COGES の全国普及の基礎が固まった。 
② プロジェクトの位置づけはニジェール国民教育省（Ministère de 

l’Education Nationale :MEN）が進める COGES の全国普及計画の技術協力

であり、プロジェクトでは、普及に当たり研修などの講師やモニタリン

グ役を務める地方教育行政官や現地 NGO の能力強化を支援する。 
③ なお、COGES の全国設置に必要な研修にかかる経費は先方負担となった

が、世銀の基礎教育開発支援プロジェクト（Projet d’Appui au Développement 
de l’Education de Base : PADEB）が引き受けた。 

④ 効率的な COGES モニタリング体制については、まだモデル化が進んでい

る段階であり、さらに効果的かつ効率的なモニタリングモデルの構築を

支援するとともに、これを政府の戦略として公式化していくプロセスが

必要であり、プロジェクトではこのモニタリングの政策化支援を行う。

⑤ さらに、プロジェクトでは、今後の COGES の方向性を踏まえながら、

COGES を活用した効果的な教育改善活動のモデルづくりに取り組むこ

ととした。 

 
２－２ 討議議事録の署名 
 事前評価調査の結果を踏まえ、JICA ニジェール事務所を通じ、2007 年 5 月 24 日に実施協議の討

議議事録（Record of Discussions: R/D）を JICA ニジェール事務所長と国民教育省次官とで署名した。 
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第３章 事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

 

１．案件名 

ニジェール国住民参画型学校運営改善計画（みんなの学校プロジェクト）フェーズ II 

 

２．協力概要 

(1) プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

本プロジェクトは、ニジェールが教育開発 10 カ年計画（PDDE2003-2012）で目指す、全国の小学校

において機能する学校運営委員会（COGES）1を設置する取り組みに対し、設置された COGES が持続

的に機能していくために必要な技術協力を行い、COGES 政策の実施体制を強化することを目標とす

る。本プロジェクトに先行し、2004 年 1 月より実施されてきたプロジェクト・フェーズ I（2007 年 7

月終了予定）では、タウア州とザンデール州において COGES による学校運営改善モデルが構築され

た。これをもとに、本プロジェクトでは、機能する COGES の全国普及に向けた行政官、校長、教員、

住民の能力強化、設置された COGES のモニタリング体制の構築、並びにパイロット地域（タウア州

とザンデール州）において COGES を通じた教育改善活動のモデル構築を目指す。 

 

(2) 協力期間 

2007 年 8 月 1 日～2010 年 7 月 31 日（3 年間） 

 

(3) 協力総額（日本側） 

約 3.6 億円 

 

(4) 協力相手先機関 

国民教育省 

 

(5) 国内協力機関 

特になし 

 

(6) 裨益対象者及び規模、等 

∙ 直接裨益者 全国地方教育行政官約 120 人、校長約 9,000 人、住民（COGES 代表）約 18,000 人

∙ 間接裨益者 ニジェールの小学校約 9,000 校の児童約 106 万人と周辺住民 

 

 

                                            
1 機能する学校運営委員会（COGES）とは、以下の要素を持つ COGES を指す。まず、民主的にメンバーが選定さ

れていること。次に住民が参加して学校活動計画を策定し、住民が資源を動員し計画が実施されていること、最後に

地方教育行政官のモニタリングが定期的に実施され、委員会の活動が継続的に実施されていること。 
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３．協力の必要性・位置づけ 

(1) 現状と問題点 

サハラ以南アフリカ諸国のなかでも最貧国の一つであるニジェールは、教育開発 10 カ年計画

（PDDE2003-2012）において、初等教育総就学率を 2002 年の 41.7%から 2012 年には 94%まで向上さ

せることを目標としている（2004/05 年時点で 52%まで上昇）。同計画の柱の一つとして打ち出された

のが、学校運営に関する権限を中央省庁から、校長、教師代表、保護者会代表、母親会代表から編成

される学校運営委員会（COGES）へ移譲することを骨子とする地方分権化政策である。この政策は住

民やコミュニティを学校運営の中心的担い手として位置づけ、計画策定から運営管理、教員の管理、

親への啓発活動に関する責任を持たせるものである。しかし、当初はこの政策を具体化する実施計画

がなく、政策は機能していなかった。そこで、ニジェール政府は日本政府に対し、2003 年に COGES

政策を具現化するための技術協力要請を行い、これを受けて日本政府は 2004 年 1 月よりタウア州を中

心として、「ニジェール国住民参画型学校運営改善計画（みんなの学校プロジェクト）」を実施してい

る。 

同プロジェクト・フェーズ I は、学校運営への住民参加を効果的に促進した。終了時評価（2006 年

7 月）では、教育改善活動に必要な資源として各 COGES で平均約 5～6 万円相当が集められ、各学校

で 5～6 つの活動が実施されたことが大きな成果として確認された。フェーズ I の成果を非常に高く評

価した同国国民教育省は、プロジェクトの学校運営モデルを全国に普及するため、普及に必要な技術

協力をプロジェクト・フェーズ II として日本政府に対し要請した。 

住民参加を促進した学校運営モデルの構築はフェーズ I で達成したものの、このモデルを全国普及

するには、研修講師となる地方教育行政官の能力強化、国民教育省が持続的に実施できるより効率的

なモニタリング体制の構築が課題である。また、フェーズ I での地域住民による自発的な教育改善活

動のなかから、住民に対する啓発活動を通した入学登録者数の倍増や、幼稚園の設置運営を通じた就

学前教育の実施など、国民教育省が掲げる教育開発目標に資する教育改善活動の事例が生まれ、その

効果の実証が進められてきた。これらの活動事例を、機能する COGES を活用した住民参加による教

育開発の成功事例として蓄積し、モデル化することもフェーズ II に期待される役割となっている。 

 

(2) 相手国政府の国家政策上の位置づけ 

上記３．(1)で述べているとおり、ニジェールは教育開発 10 カ年計画で初等教育総就学率の改善を目

標として掲げている。また、同計画においては、COGES への学校運営に関する権限移譲を骨子とする

地方分権化政策が実施戦略の柱の一つとなっており、本プロジェクトの同国の教育政策との整合性は

高い。 

 

(3) 日本の援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ（プログラムにおける位置づけ）

ニジェールの JICA 国別事業実施計画（平成 18 年 11 月改訂版）では、教育を重点分野として選定して

おり、特に「基礎教育の質、アクセス、マネジメントの改善」を開発課題として取り組むこととして

いる。本プロジェクトは、COGES 政策の推進支援を通し、コミュニティのニーズに即して、初等教育

の質、アクセス、マネジメントの改善に対し、包括的に支援することを目的としており、国別事業実

施計画と整合している。 
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４．協力の枠組み 

〔主な項目〕 

(1) 協力の目標（アウトカム） 

1) 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

[プロジェクト目標] 

全国の小学校に機能する COGES を設置し、維持するための COGES 政策実施体制が強化される 

[指標・目標値] 

∙ 民主的選挙による COGES の設置数 

∙ COGES によって策定・実施される学校活動計画数と内容 

2) 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

[上位目標] 

COGES による学校運営を通じて基礎教育の質とアクセスが向上する 

[指標・目標値] 

∙ 入学登録率、就学率、中途退学率、留年率、児童の出席率、教員の出勤率 

 

(2) 成果（アウトプット）と活動 

[成果 1] 

機能する COGES を全国に設置するために様々なレベルの関係者の能力が強化される 

[指標・目標値] 

∙ COGES 政策に関する地方行政官の意識と理解のレベル 

∙ COGES 政策に関するワークショップに参加する州国民教育局（Direction Régionale de 

l’Education Nationale : DREN）の局長と県視学官の数 

∙ 講師養成研修を受講する COGES 監督官と COGES 担当官の数 

∙ 各州における研修実施計画の策定の有無と内容 

∙ COGES 選挙研修を受ける校長の数 

∙ 学校活動計画研修を受講する COGES 委員代表の数 

∙ COGES 政策の改定の有無と内容 

 

[活動] 

1-1 行政責任者（州国民教育局長、県視学官など）を対象にした COGES 政策に関する啓発セミ

ナーを実施する 

1-2 COGES 監督官と COGES 担当官が実施する講師研修（民主的選挙、学校活動計画の策定・実

施、財務管理）を支援する 

1-3 COGES 推進室長と COGES 監督官、COGES 担当官、NGO 要員が各州において実施する研修

計画策定を支援する 

1-4 COGES 監督官と COGES 担当官、NGO 要員が各州において実施する COGES 研修（選挙研修

と学校活動計画研修）をモニタリングし、技術支援を行う 

1-5 COGES 推進室長による COGES 政策と COGES 連合戦略の改定を支援する 
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[成果 2] 

COGES のモニタリング体制が構築される 

[指標・目標値] 

∙ COGES 連合の設置とモニタリングに関するマニュアル改定の有無と内容 

∙ COGES 政策における COGES 連合モデルの承認の有無 

∙ COGES 連合が設置されるコミューンの数 

∙ 各州での COGES 担当官月例会議の開催頻度 

∙ COGES 監督官から COGES 推進室への報告書提出の頻度 

∙ 情報伝達システムを通して学校活動計画に関する情報が収集される頻度 

 

[活動] 

2-1 COGES 連合の設置とモニタリングに関するマニュアルを改定する 

2-2 COGES推進室が開催するCOGES連合モデルの政策承認に関する全国ワークショップを支援

する 

2-3 COGES 委員に対する COGES 連合設置研修を実施する 

2-4 COGES 監督官と COGES 担当官の開催する各州月例会議をモニタリングし、技術支援を行う

2-5 COGES に関する情報伝達システム（各校から中央へ）を構築し、モニタリングを行う 

2-6 COGES のモニタリングに関する経験共有ワークショップを開催する 

 

[成果 3] 

パイロット地域（タウア州とザンデール州）において COGES を通じた教育改善活動のモデルが構

築される 

 

[指標・目標値] 

∙ モデル活動に関するグッドプラクティスの収集やマニュアルの作成の有無と内容 

[活動] 

3-1 タウア州とザンデール州における教育改善活動のニーズ調査を実施する 

3-2 タウア州とザンデール州のパイロット校に対して、教育改善活動の実施を支援する 

3-3 教育改善活動モデルに関する経験を文書化する 

3-4 教育改善活動の経験共有セミナーを開催する 

 

(3) 投入（インプット） 

① 日本側 

A. 日本人専門家派遣 

1) 長期専門家 

a. チーフアドバイザー/教育アドバイザー 

b. COGES モニタリング 
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c. 学校活動計画 

d. 業務調整/住民能力強化 

2) 短期専門家（必要に応じて） 

B. 機材供与 

巡回用車両、オートバイ、その他（必要に応じて） 

C. 現地業務費 

② ニジェール側 

A. カウンターパートの配置 

a. 基礎教育総局長/国民教育省 

b. COGES 推進室長/国民教育省 

c. 調査計画局長/国民教育省 

d. 各州国民教育局長 

e. 各県視学官 

B. 事務所の提供 

国民教育省内事務所 

C. ローカルコスト負担 

（NGO 業務委託費用） 

a. COGES 選挙研修と学校活動計画研修にかかる費用 

b. COGES のモニタリングにかかる費用 

(4) 外部要因（満たされるべき外部条件） 

∙ COGES 政策が維持される 

∙ 校長もしくは教員等のストライキなどにより学校が長期的に閉鎖状態に陥らない 

∙ 研修の効果に影響を及ぼすような教員や行政官の大規模な人事異動が行われない 

∙ ニジェールの教育政策において COGES による学校運営改善が一貫して重要な位置を占める

 

５．評価 5 項目による評価結果 

(1) 妥当性 

本プロジェクトは以下の理由から妥当性が非常に高いと判断される。 

1) 上位計画との整合性 

∙ ニジェールの教育開発 10 カ年計画（PDDE）において、教育セクターのマネジメント改善の一環

として COGES 政策の実施を掲げており、国民教育省のニーズに合致している。 

∙ 2015 年までに初等教育の完全普及や教育におけるジェンダー格差の解消を目指すミレニアム開発

目標（MDGs）と「万人のための教育」（EFA）といった国際目標にも対応している。 

2) 日本の援助政策との整合性 

∙ ニジェールの JICA 国別事業実施計画（平成 18 年 11 月改訂版）では、教育を重点分野として選定

しており、特に「基礎教育の質、アクセス、マネジメントの改善」を開発課題として取り組むこ

ととしている。本プロジェクトは、COGES 政策の推進支援を通し、コミュニティのニーズに即し

て、初等教育の質、アクセス、マネジメントの改善に対し、包括的に支援することを目的として
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おり、国別事業実施計画と整合している。 

3) 現地のニーズ 

∙ 本プロジェクトが採用する、行政と地域の限られた資源を必要なところに必要な活動を行うため

に効果的に活用する戦略は、同国の教育事情（限られた予算、人的リソース）を考えると妥当で

ある。 

∙ 対象地域は、プロジェクト・フェーズ I では対象外だった 6 州を含む全 8 州（全国）であり、公

平性の観点から妥当である。 

4) 他ドナーとの連携 

∙ プロジェクト・フェーズ I が確立した機能する学校運営委員会（COGES）による学校運営改善モ

デルは、以下に述べるように、他ドナーからも高い評価を受けている。 

∙ 世界銀行がニジェール教育開発 10 カ年計画（PDDE）を支援するプログラムとして実施している

基礎教育開発支援プロジェクト（Projet d’Appui au Développement de l’Education de Base : PADEB）の第

1 フェーズ（2003-2007 年）について、最終年次の 2007 年度予算は COGES の全国普及と行政官に

よるモニタリングに充当することが正式に決定している。この支援は、本プロジェクト・フェー

ズ II が目指す COGES モニタリングシステムの確立に向けた重要な土台となることから、国民教

育省と事前評価調査団の間で合意されたミニッツ（Minutes of Meeting: M/M）において、世界銀行

ニジェール事務所の教育専門官に連署人として署名を得た。 

∙ ニジェールにおいて就学前教育分野の協力を主導する国連児童基金（United Nations Children’s 

Fund: UNICEF）は、COGES 主体によるコミュニティ幼稚園の持続的な運営体制の確立を目指して

いる。プロジェクト・フェーズ I における COGES 主導のコミュニティ幼稚園運営の実績が UNICEF

から高い評価を受けた結果、UNICEF と JICA の間で、目標として 30 のパイロット幼稚園を対象

とするコミュニティ幼稚園支援事業が正式に共同実施されることとなった。 

 

(2) 有効性 

本プロジェクトは以下の理由から有効性が高いと見込まれる。 

∙ COGES 主導による学校運営モデルの全国的な普及と定着というプロジェクト目標の達成には、全

国的な COGES 設置はもちろんのこと、それらの COGES が継続的に機能するような仕組み、そし

て COGES 活動の質を高めるための具体的な知見の提供が必要となる。その意味で、フェーズ I

で汎用性が実証された COGES モデルの全国普及（成果 1）とその自立発展性を担保するモニタリ

ング体制の構築（成果 2）、そして各 COGES における教育改善活動の質的強化を目指すパイロッ

ト事業（成果 3）の組み合わせは、プロジェクト目標の達成に有効と考えられる。 

∙ モニタリング体制の構築（成果 2）に関連して、タウア州とザンデール州を対象とするフェーズ I

の終了時評価（2006 年 7 月実施）では「モデル構築の成否はまだ判断できない」との結論が出さ

れた。しかし、プロジェクトのその後の努力により、COGES 連合の最低限必要な役割である

COGES のモニタリングに限っていえば、モデル構築がほぼ達成されたと判断できる。フェーズ II

においても、COGES 連合に過重な役割を義務付けることなく、各 COGES 連合の与えられた環境

に即した普及を心掛けることで、汎用性の高いモデル構築の可能性が高まるであろう。 

∙ 教育行政の地方分権化への流れのなかで、国民教育省が各小学校の COGES へ交付金を直接支給
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することを検討している。その導入として、全国からパイロット校として選ばれる 500 校に対し

て、1 校あたり 5 万 FCFA（約 12,500 円程度）程度の交付金が試験的に支給されることが決まって

いる。本プロジェクトによる技術協力を通じて、機能する COGES が全国に設置されることで、

交付金が有効活用される基盤が整備される。 

 

(3) 効率性 

本プロジェクトは以下の理由から効率性が高いと見込まれる。 

∙ 住民参画による学校運営の改善を目指す本プロジェクトでは、COGES による学校活動計画の実施

はもちろんのこと、COGES 連合による COGES のモニタリング活動など、住民主導の活動につい

ては、プロジェクトからの資金や資機材の投入なしで実施される。 

∙ COGES モデルの全国普及は、プロジェクト・フェーズ I を含む教育開発の経験が豊富な現地 NGO

との協働により進められる。 

∙ 先に「妥当性」の項で述べたように、本プロジェクトの実施にあたり、COGES の全国普及とモニ

タリングに関しては世界銀行、コミュニティ幼稚園に関しては UNICEF と、それぞれ連携が実現

することになった。これに伴い、プロジェクト側への費用削減効果と政策への影響力といった両

面で高い効率性が期待できる。 

∙ 長期専門家の候補者は、全員フェーズ I から引き続き携わる予定となっている。ニジェールの教

育政策や本プロジェクトが全国普及に協力する COGES モデルに関する理解はもとより、同国に

おけるフィールド活動の経験も豊富である。 

 

(4) インパクト 

本プロジェクトは以下の理由からインパクトが大きいと見込まれる。 

∙ 上位目標である「基礎教育の質とアクセスが住民参画による学校運営によって改善される」に関

しては、行政と COGES 連合による COGES 活動のモニタリングが持続的に行われ、また、文書化

される予定の教育改善活動のモデルが期待通りに普及していくことで、実現は十分に可能と見込

まれる。ただし、就学児童数の急増により、COGES 主導による教育改善活動だけでは質とアクセ

スの確保が追いつかない可能性がある。なかでも大規模な予算を必要とする教室増改築や教員の

増員については、行政レベルの対応も求められる。 

∙ COGES 主体の学校運営改善は、学校を中心とする教育環境改善はもちろんのこと、学校を取り巻

く地域社会、ひいてはコミューン（郡）レベルの諸問題（保健医療、環境保全、農牧業など）を

解決するための能力強化にもつながることが期待される。 

∙ さらに、学校運営を末端とする教育行政が透明性を高め、説明責任を果たすようになることで、

ニジェールの長期的なガバナンスの改善にも資するものと期待される。 

∙ 本プロジェクトでは、先行するフェーズ I で確立された住民参画による学校運営改善モデルを、

セネガルやマリなど仏語圏西アフリカの周辺国へと広域的に展開することも視野に入れている。

具体的には、周辺国の関係者も交えた合同ワークショップなどを開催し、関係国間での経験共有

を図っていく。 
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(5) 自立発展性 

本プロジェクトは以下の理由から自立発展性が高いと見込まれる。 

∙ 本プロジェクトにおける COGES モデルの全国普及（成果 1）にあたり、本プロジェクト・フェー

ズ I で一定の汎用性が確認され、すでに国家戦略として承認された、民主的選挙による保護者会

や COGES 委員の選出、COGES による学校活動計画の策定と実施の手法を踏襲する。調査団が視

察した複数の COGES において、プロジェクト・フェーズ I による支援を一切受けずに COGES 主

導による教育改善活動が実施されていることが確認され、2006 年 7 月に実施されたフェーズ I 終

了時評価の結果を再確認することとなった。以上のことから、少なくとも各 COGES のレベルで

は、COGES 活動の持続性は高いと期待される。 

∙ COGES 活動に関するモニタリング体制の確立（成果 2）を通じて、行政と COGES 連合による

COGES 活動のモニタリングが継続的に実施されるようになることが期待される。2008 年 4 月に

は、COGES 連合モデルを国家戦略として正式に承認するための全国会合開催が計画されている。

それらを通じ、基礎教育へのアクセスと質の向上を目指す COGES 活動が、一定の質を保ちつつ

継続されることが見込まれる。 

∙ 本プロジェクトは、全国に 9,000 校近く存在する小学校の COGES を持続的にモニタリングしてい

くために、モニタリングに求められる最低限の内容を見極め、効率化を図る。そしてその成果は、

例えば、COGES 連合による活動の「良い実践例集」とともに、COGES 連合による活動に関する

ガイドラインとして文書化されるため、自立発展性の向上が期待される。 

∙ 制度面については、国民教育省 COGES 推進室のナショナルコーディネーターをはじめ、州教育

事務所の COGES 監督官、県視学官事務所の COGES 担当官と、COGES 政策の実施に向けて専属

の担当官が配置されていることがニジェールの強みとなっている。これらの担当官は、本プロジ

ェクト終了後においても COGES 政策を主導していくことが期待されている。 

∙ 財源については、本プロジェクトの初年度に関しては国民教育省が世界銀行の資金援助を受けて

COGES の全国普及に向けた研修費用と活動のモニタリングに関する経常経費を負担することにな

っている。本プロジェクトの 2 年目以降についても、事前評価調査のミニッツ（M/M）において、

国民教育省による予算確保の意思が正式に確認された。しかしながら、ニジェールの 2008 年度以降

の予算は現時点では未確定であるため、今後も引き続き、先方による予算確保に向けて働きかけを

行っていく。 

 

 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

本プロジェクトは、世界最貧国の一つであるニジェールの全州を対象とし、長期的な貧困削減の鍵

となる基礎教育分野で活動を行う。また、ジェンダー配慮の視点として、保護者会や学校運営委員会

（COGES）などの住民組織の構成員は、選挙によって民主的に選出されることとなっており、男女と

も公平な参加機会が確保されている。それぞれの COGES や COGES 連合による活動には、女子の就学

促進に向けた啓発活動や成人女性と男性のための識字教育などが含まれている。以上のことから、ジ

ェンダーへの配慮がなされているといえる。 

 



 －11－

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

本プロジェクトに先行し、2004 年 1 月より実施されてきたプロジェクト・フェーズ I（2007 年 7 月

終了予定）では、タウア州とザンデール州において COGES による学校運営改善モデルが構築された。

フェーズ I の成果の全国普及を目指す本プロジェクトは、フェーズ I の成果と経験をもとに計画・実施

されるものであり、過去の教訓は十分に活かされるものと期待される。 

 

８．今後の評価計画 

∙ 中間評価  ： 2009 年 1 月下旬～2 月上旬 

∙ 終了時評価： 2010 年 1 月下旬～2 月上旬 

∙ 事後評価 ： 事業終了後 3 年 
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第１章 調査団の派遣 

 
１－１ 調査目的 
サハラ以南アフリカ諸国の中でも最貧国の一つであるニジェール共和国は、教育開発 10 カ年計画

（PDDE 2003-2012）において、初等教育総就学率を 2002 年の 41.7%から 2012 年には 94%まで向上

させることを目標としている(2004/2005 年時点で 52％まで上昇)。同計画の柱の一つとして打ち出さ

れたのが、学校運営に関する権限を中央省庁から、校長、教師代表、保護者会代表、コミュニティ代

表から編成される学校運営委員会（COGES）へ移譲することを骨子とする地方分権化政策である。

この政策は住民やコミュニティを学校運営の中心的担い手として位置づけ、計画策定から運営管理、

教員の管理、親への啓発活動に関する責任を持たせるものである。しかし、当初はこの政策を具体化

する実施計画がなく、政策は機能していなかった。そこで、ニジェール政府は日本政府に対し、2003
年に COGES 政策を具現化するための技術協力要請を行い、これを受けて日本政府は 2004 年 1 月よ

りタウア州を中心として、「ニジェール国住民参画型学校運営改善計画（みんなの学校プロジェクト）」

を実施している。プロジェクトの活動成果は中間、終了時の合同評価を経て、ニジェール政府に高く

評価されている。 
 
プロジェクトの成果を受け、同政府はプロジェクトで導入した手法を COGES 政策推進に向けた国

家政策として採用し、日本政府に対し、他州への COGES 政策の普及、実施に関する技術協力を、「ニ

ジェール国住民参画型学校運営改善計画フェーズ II」として要請した。このような要請を受け、今般

の事前評価調査では、プロジェクトの枠組みについて、ニジェール側関係者と協議のうえ合意するこ

とを目的とする。調査方針は以下のとおり。 
(1) 2006年 7月の終了時評価時に抽出したフェーズ II開始までに対応すべき課題について、プロジェ

クトチームや国民教育省（MEN）関係者からその進捗状況を確認する。 
(2) 延長協力期間の活動の成果を踏まえ、国民教育省関係者とフェーズ II に関する協議を行い、

フェーズ II の枠組み（PDM、PO 含む）について合意する。 
(3) 他ドナーとの具体的な連携、役割分担について各機関（特に世界銀行、UNICEF）と協議を行い、

連携事項について整理し、合意する。 
 
１－２ 調査団構成 

担当分野 所属先 氏名 

団長 JICA 人間開発部第 1 グループ基礎教育第 2 チーム長 石原 伸一 

学校運営／住民参加 人間開発部第 1 グループ基礎教育第 2 チーム特別嘱託 國枝 信宏 

研修計画 人間開発部第 1 グループ基礎教育第 2 チーム職員 岩崎 理恵 
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１－３ 調査日程 
調査団は 2007 年 4 月 9 日から 4 月 22 日まで派遣された（國枝団員のみ、4 月 9 日から 4 月 29 日

まで）。 
   石原団長 & 岩崎団員 國枝団員 

月 9 出発 成田 11:25 発 (NH205) 

火 10 
移動 パリ 11:00 発 (AF732) 
到着 ニアメ 15:20 着 (AF732) 
 プロジェクト 打ち合わせ 

水 11 
08:00 プロジェクト、事務所打ち合わせ 
11:00 国民教育省大臣表敬  
15:30 世界銀行協議 
午前 MM 修正・協議資料作成 

木 12 15:00 国民教育省次官他と MM 協議 14:00 EU 協議 
15:00 UNICEF 協議 
16:30 ベルギー技術開発公社協議 

金 13 
午前 MM 修正 
午後 14:00 CONCERN 協議 
 15:00 カナダ大教育担当官協議 
 16:00 AFD 協議 

土 14 9:00 教育省基礎教育総局長代行ほかと MM 協議 
日 15 MM 修正 
月 16 プロジェクト、事務所と打ち合わせ（COGES モニタリング、フェーズ II 予算等に

ついて） 

火 17 
MM 最終確認 
11:00 教育省 MM 署名 
14:00 タウア州に向けて出発 
18:30 タウア州コニ県到着 

水 18 

07:30 コニ出発 
08:30 コニ県マルバザ COGES 連合視察 
10:30 イレラ県コミュニティ幼稚園視察 
12:30 イレラ県 COGES 視察 
15:00 タウア州国民教育局長 表敬 

木 19 08:00 ニアメに向けて移動 プロジェクトとの協議（活動状況の確認
等） 

金 20 
07:00 カレゴロ地域 JOCV 活動視察 
15:00 所長報告 
出発 ニアメ 23:50 発 (AF731) 

移動 タウア → ザンデール 

土 21 移動 終日 COGES と COGES 連合視察 

日 22 
帰国 東京 14:30 着 (NH206) 午前 COGES と COGES 連合視察 

午後 ザンデール州国民教育局長と
協議 

月 23 ザンデール州 COGES 担当官会議 
火 24 移動 ザンデール → タウア 
水 25 タウア州 COGES 担当官会議 
木 26 移動 タウア → ニアメ 

金 27 
08:00 カレゴロ地域 JOCV 活動視察 
15:00 所長報告 
出発 ニアメ 23:50 発 (AF731) 

土 28 移動 
日 29 

 

帰国 東京 14:30 着 (NH206) 
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１－４ 主要面談者 
(１) 国民教育省  
Mr. OUSMANE Samba Mamadou 大臣 
Mrs. MAÏGUIZO Rakiatou Zada 次官 
Mr. MAROU Amadou 基礎教育総局長代行 
Mr. DAOUDA Ali 調査計画局長 
Mr. TCHAMBOU Amadou 統計情報局長 
Mr. DAMANA Issaka COGES 推進室長 
Mr. Ousmane Djibo タウア州国民教育局長 
Mr. Mahaman Boukar Kolimi ザンデール州国民教育局長 
Mr. Zakaria Seybou タウア州国民教育局 COGES 監督官 
Mr. Ibrahim Goni ザンデール州国民教育局 COGES 監督官 

(２) 世界銀行  
Dr. Adama OUEDRAOGO 教育専門官 
  
(３) UNICEF  
Ms. Dominique Brassuer 教育課長 
Ms. Sarah Poehlman 就学前教育担当官 
  
(４) AFD（フランス開発庁）  
Mr. THIAIS Pascal 教育保健・財政支援担当 
  
(５) 駐ニジェール欧州連合欧州委員会代表部 
Mr. Sascha Farenzena 教育担当 
  
(６) ベルギー技術協力公社  
Dr. Bernard LEBRUN 技術協力専門家 
Ms. Suzanne HOOGEWYS PDDE 支援 
  
(７) CONCERN  
Mr. Normad Lévesque 教育アドバイザー 

(８) 在ニジェールカナダ大使館  
Mr. Guy Villeneuve 国際協力担当アドバイザー 
  
(９) JICA ニジェール事務所  
笹館 孝一 事務所長 
杉山 吉信 企画調査員 

(10) 住民参画型学校運営改善計画（みんなの学校プロジェクト） 
原 雅裕 専門家（チーフアドバイザー／教育アドバイザー） 
尾上 公一 専門家（参加型アプローチ／住民組織強化） 
中澤 順子 専門家（住民能力強化／業務調整） 
影山 晃子 現地スタッフ 
近藤 奈々 研修生（専門家養成個人研修） 
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第２章 調査結果要約 

（１）全国普及へ向けて －資金協力と技術協力の連携－ 
∙ フェーズ II の大きな柱の一つとして、ニジェール教育開発 10 カ年計画（2003－2012 年）のコン

ポーネントの一つである学校運営委員会（COGES）の全国普及計画に向けて国民教育省（MEN）

を技術面で支援するということで合意した。COGES の全国普及に関し、世界銀行は教育省を財

政面で支援することを計画しており、いわば資金協力と技術協力を組み合わせた一つのモデル的

な支援形態といえる。 
∙ この背景として、フェーズ I においてタウア州とザンデール州の約 2,800 校で COGES を設置し

てきた実施方法が教育開発 10 カ年計画の 2007 年計画に反映され、残り 6 州でも同様の方法で

COGES を全国約 9,000 校に設置することが 2006 年 10 月にニジェール国会で承認された。国民

教育省 COGES 推進室とともにプロジェクトのチーフアドバイザー、JICA ニジェール事務所に

よる世銀への継続的な働きかけもあり、2007 年 3 月に世銀の基礎教育開発支援プロジェクト

（PADEB）による財政面での支援が教育省と世銀間で合意されるに至った。 
∙ 財政面での支援は国民教育省と世銀間の合意事項であるが、フェーズ II の枠組みにも大きく影

響することから、同省の合意のもと、事前評価調査のミニッツ（別添１）に世銀ニジェール事務

所も連署人として署名に加わった。 
 
（２）COGES のモニタリング－活動の永続的な実施に向けて－ 
∙ フェーズ II のタイムフレームとして、第 1 ステージ（最初の約 1 年）が COGES の全国設置支援、

第 2 ステージ（次の約 1 年）は COGES 設置後、学校活動計画が継続的に実施されるようモニタ

リング活動の仕組みづくりの支援が中心となることで合意した。 
∙ モニタリングの仕組みとしては、COGES 連合（20～30 カ所の COGES の自主グループ）を設置

するための研修支援を行い、COGES 連合を活用し、COGES 間同士の情報交換を活発化させる

とともに、地方行政官が COGES の活動状況をミニマムなレベルで把握できることを目指す。 
 
（３）住民参画による学校改善活動モデル－COGES の活性化に向けて－ 
∙ これまで活動してきたタウア州とザンデール州では数々の学校活動計画が実施され、いくつかの

活動（生活技術、コミュニティ幼稚園など）がマニュアルとして取りまとめられてきた。今後、

学校活動計画の質のさらなる向上と各 COGES の活動の活性化に向けて、いくつかの可能性のあ

る活動を抽出し、学校改善活動のモデルの提示を目指すことを合意した。このコンポーネントは、

これまで活動事例の蓄積のあるタウア州とザンデール州で実施している。 
∙ 今般、UNICEFとコミュニティ幼稚園活動での連携について協議し、JICAはCOGESによるコミュ

ニティ幼稚園の運営面の支援を行い、UNICEF は保育者への研修や教具の提供をタウア州とザン

デール州のパイロット校（合計 30 幼稚園を予定）で実施することを合意し、別添２のとおり連

携確認文書の署名交換を行った。 
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第３章 調査結果 

 
３－１ 延長フェーズの進捗 
３－１－１ 協力期間延長の背景 

2004 年 1 月に開始されたプロジェクト・フェーズＩは、2005 年 7 月のプロジェクト中間評価で、

既に「地域住民のニーズを反映した住民参画型学校運営が行われる」とする当初のプロジェクト目標

を達成していると評価された。その結果対象数はタウア州内の小学校 171 校から州内全校 1,300 校と

ザンデール州のパイロット校 60 校へと大幅に拡大された。2006 年 7 月のプロジェクト終了時評価で

は、中間評価を経て発展的に改定されたプロジェクトデザインにおいてもプロジェクト目標がほぼ達

成されたと評価された。しかしながら、コミューンごとに COGES をグループ化した COGES 連合の

モデル化については、活動のモニタリングを継続し、成果を整理したうえで政策提言を行う必要があ

るとの終了時合同評価の提言を受け、プロジェクト期間を 2007 年 7 月末までの 7 カ月間延長するこ

ととなった。 
 
３－１－２ 延長フェーズの活動と取り組み 

協力期間延長にあたり基礎教育・識字省（現国民教育省）と延長期間で達成されるべき成果を整理

し、第 1 フェーズ延長のための討議議事録（R/D）とミニッツ（M/M）を再度締結し、活動に取り組

んできた（付属資料３－１参照）。主な活動は次のとおり。 
 
【成果と活動】 
成果１：機能する COGES 連合が組織される 
1-1 COGES 連合のモニタリングを行う 
1-2 COGES 担当官による COGES 連合のモニタリング支援を行う 
1-3 COGES 連合の課題分析ワークショップを行う 
1-4 COGES 連合マニュアルの改定を行う 
 
成果２：ザンデール州のすべての学校に対し、COGES モデルを導入し、より効率的な COGES の普

及モデルが確立される 
2-1 ザンデール州の残りの対象校に対し、学校活動計画研修・COGES 連合設置研修を行う 
2-2 ザンデール州の COGES 活動に関して COGES 担当官のモニタリング支援を行う 
 
成果３：プロジェクトの COGES モデルとこれまでの活動経験が文書化される 
3-1 COGES 作業工程表を作成する 
3-2 基礎教育・識字省による COGES の外部評価実施を支援する 
3-3 COGES 関連のマニュアル整備を行う（コミュニティ幼稚園、セカンドチャンススクール、APP

など） 
3-4 学校活動事例集と総括報告書を作成する 
3-5 ONEN（現地 NGO）の役割をまとめる 
 
成果４：プロジェクトの COGES モデルを反映した COGES 政策文書が作成され、COGES の普及の
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ための戦略（活動計画）が策定される 
4-1 COGES ワーキンググループの支援を行う（ドナー技術会合、活動計画、予算計画策定など） 
4-2 COGES 政策文書作成と実施戦略策定支援を行う 
4-3 COGES 戦略承認ワークショップの開催支援を行う 
4-4 PDDE レビュー支援を行う 
 
３－１－３ 延長フェーズの進捗状況 

本調査団では国民教育省関係者、プロジェクトチームから情報収集を収集し、概ね順調に活動が進

捗していることを確認した。各成果の進捗は次のとおり。 
 
【成果１ COGES 連合の機能化支援】 
 2006 年 9 月にタウア州すべての COGES 連合の代表を集め COGES 連合活動の総括と課題の抽出

を行った。この課題の抽出を受けて、2007 年 1 月には、タウア州で COGES 連合とコミューン行

政の代表を集めたフォーラムを開催し、COGES 連合運営における連携などについて意見交換、

決議がなされた。 
 この会合や COGES 連合のモニタリングの結果から、COGES 連合が機能していくために最低限

必要な総会や事務局会合の開催、COGES からの学校活動計画の収集などにかかる運営費につい

ては、各 COGES の学校活動計画に組み込むような予算計画、活動計画策定のシステムを導入す

ることで概ねめどがついたと思われる（COGES 連合のミニマムモデルの提言）。一方で、まだ十

分な分担金が集められるという連合は少なく、コミューンとの連携が鍵になると考えられる。今

後さらなる検討、実証が必要。 
 COGES 連合を使ったレポートシステムもフェーズ II で検討しなければならない課題である。こ

れまで連合が回収した学校活動計画はそのまま担当官に提出され、監督官、プロジェクトに渡さ

れ、かなりの部分をプロジェクトでデータ処理の支援を行ってきた。今後、全国的に展開した場

合 COGES の情報をどのように学校レベルから中央の国民教育省まで報告するのか、データ処理

の可能なレベルを検討、実証していく必要がある。 
 
【成果２ ザンデール州での普及化モデルの構築】 
 ザンデール州への普及については、現地 NGO 委託により効率的に実施され、2007 年 2 月中に連

合設置研修まで終了し、現時点では機能する COGES と COGES 連合がザンデール州ほぼ全小学

校において設置された。 
 専門家によるザンデール州 COGES 連合の評価調査が行われ（2007 年 3 月）、最低限の COGES

連合の役割である COGES のモニタリング（事務局の会合開催、学校活動計画の収集）は行われ

ていることがわかった。 
 ザンデール州は最初から COGES 連合設置マニュアルを使った研修で COGES 連合を設置してい

るため、COGES 連合の機能化がタウア州よりも進んでいる。 
 
【成果３ 経験・マニュアルの文書化】 
 各種文書（COGES 連合、APP、コミュニティ幼稚園、セカンドチャンススクール、現地 NGO

の役割）が整備された。 
 マルチメディアビデオ教材（民主的選挙による COGES の設置研修、学校活動計画の策定、実施
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研修の映像教材）を作成した。 
 
【成果４ COGES 政策策定支援】 
 2006 年 10 月には国会で COGES 全国普及化の活動計画と予算計画が含まれている PDDE 活動計

画 2007 が承認された。 
 また、計画に含まれた全国展開に必要な経費については、プロジェクトチーフアドバイザーから

の働きかけもあり、世銀の基礎教育開発支援プロジェクト（PADEB）によって負担されること

が決まり、国民教育省と世銀の間で合意文書が交わされた。 
 2007 年 4 月には、同省主催により、COGES に関するナショナルワークショップが開催され、

COGES の外部評価の報告と、プロジェクトの COGES モデル（ミニマムパッケージなど）が同

省のモデルとして承認された。なお、このナショナルワークショップは、UNICEF が開催費を支

援、JICA が外部評価報告書のコンサルタント委託費を支援、そして全国へ配布するドキュメン

トの印刷費支援を CONCERN が行った。 
 
これらの成果から、延長協力期間の課題については概ね順調に進捗しており、フェーズ II への準

備が整っている。特に政策面での進展が著しく、先方のプロジェクトに対する期待は非常に高いと判

断された。 
 
 
３－２ プロジェクトのフレームワーク 

調査団は、国民教育省の大臣、次官、基礎教育総局（Direction General de l’Enseignement de 
Base :DGEB）局長代行、調査計画局（Direction des Études et de la Programmation :DEP）局長、COGES
推進室（Cellule de Promotion des COGES: C.P.COGES）室長と協議を行い、ミニッツ（別添１）のと

おり、プロジェクトの枠組みについて合意した。主な協議のポイントは次のとおり。 
 

３－２－１ フェーズ II の位置づけ 
フェーズ IIは国民教育省によるCOGESの全国普及を支援する位置づけで実施するものとして合意

した。フェーズ II では、大きく分けて以下の 2 つのコンポーネントがある。それぞれの役割は次の

とおり。 
 
（１） COGES の全国設置と機能化支援 

① 設置や機能化のための研修支援 
本コンポーネントでは、同省が実施する全国普及にあたっての各種研修の側面支援、つまり研

修講師のための補助研修や、研修計画の策定支援、実際に研修を実施している際の技術協力を

行う。 
② モニタリングシステムの構築 

各 COGES の活動状況を情報として県、州、国の COGES 関係行政官が把握できるよう、そし

て機能する COGES の活動が永続的に続くよう支援できる体制をつくるためにモニタリングシ

ステムの構築支援を行う。具体的には、COGES 連合を使ったレポートシステムの構築、経験

共有ワークショップの開催支援を行う。 
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（２） 学校活動計画の質の向上支援 
本コンポーネントでは、COGES がコミュニティのイニシアティブで実施する学校改善活動をより

PDDE で掲げられている目標の達成に資するような活動にするため、住民参加による教育開発のモデ

ルとなるような学校改善活動をいくつか選び、試行していくことを想定している。 
これまでフェーズＩでは学校改善活動はコミュニティの意思を尊重し、技術的なインプットはあま

り行ってこなかった。他方、生産実習活動（APP）やコミュニティ幼稚園、セカンドチャンススクー

ルなど、学校活動計画の実施により PDDE の達成に資する活動事例も蓄積されてきた。フェーズ II
では、これら PDDE の目標達成に資するような可能性のある活動を抽出し、研修など技術的インプッ

トを行い、機能する COGES をベースとした PDDE に資する学校改善活動のモデルの提示を目指す。 
 
３－２－２ PDM の表現 

PDM の書きぶりについては先方政府の責任において行われる部分（先方政府予算で実施される活

動）とプロジェクトの責任において行われる部分（JICA 予算で実施される活動）を明確に分け、後

者の活動について PDM 上で表記することとした。本来プロジェクトは双方で行われる活動が一緒に

書かれるものであるが、JICA のプロジェクトのみで全国の COGES 設置、機能化を行うという誤解

を現地関係者（国民教育省や他ドナー）に与えないためにも、あえて「～～に対する支援」という表

現をしている。先に「３－２－１ フェーズ II の位置づけ」でも整理したように、本プロジェクト

はあくまで国民教育省のイニシアティブを支援するものであり、また COGES を支援するドナーは

NGO を含め JICA だけではないため、プロジェクトの説明にあたっては留意が必要である。 
 
３－２－３ 活動計画 
プロジェクトの活動計画（PO）は、国民教育省の PDDE 活動計画に合わせて策定した。PDDE の

活動計画自体は 2006 年 10 月からの活動計画が策定されていたが、予算確保が遅れたため、活動も半

年程度遅れている。従って、PDDE の活動計画の遅れも考慮のうえ計画に入れて、プロジェクト活動

計画が策定された。同省は現在現地 NGO の選定を実施しており、2007 年 7 月頃から関連研修が開始

されるものと想定される。フェーズ II は 2007 年 8 月からであるが、同省の活動計画に連動して適切

な支援を実施するためにも、フェーズ I 延長協力期間のプロジェクト活動計画を見直し、臨機応変に

対応する必要がある。よって活動計画ではフェーズＩとフェーズ II の区切りを明確にしながらも、

2007 年 4 月からの活動計画を含めて先方と合意した。 
プロジェクトの大きな流れとしては、初年度で全国に COGES の設置、学校活動計画の策定実施を

行い、2 年目で COGES 連合の設置を含めたモニタリングシステムを構築する。3 年目は設置された

COGES と構築されたモニタリングシステムが持続されるよう支援する。 
しかしながら、フェーズ II については、教育省側で実施していく活動が多く、それらの活動のス

ケジュールが遅れることによりプロジェクトの活動計画も当然影響を受けるので、その都度活動の進

捗に合わせ、プロジェクト活動計画を見直していく柔軟性が求められる。 
 
３－２－４ 実施体制 
国民教育省の次官をプロジェクトのナショナルコーディネーター1とし、基礎教育総局長、調査計

画局長、COGES 推進室長をメイン C/P とすることで合意した。 
                                            
1 通常「プロジェクトディレクター」となるが、フランス語に訳した際に不都合が生じるとのことから、「ナショナル

コーディネーター」という名称となった。 
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また、当初、基礎教育総局長代行、調査計画局長、COGES 推進室長との協議では、それぞれがプ

ロジェクトマネージャー、モニタリング担当などの役割を明記していたが、その後次官が M/M 案の

最終確認をし、ナショナルコーディネーターがすべての責任を負うという位置づけで、その他の役職

については削除してほしいという申し入れを受けたため、最終的に上記のような形となった。 
 
３－２－５ コストシェアリング 
（１）コストシェアの合意 

2007 年に実施する COGES 設置に関する校長研修、COGES メンバーに対する学校活動計画策定・

実施研修にかかる費用、NGO 傭人費、モニタリングにかかる費用（バイク購入費を含む）は先方負

担とすることで合意した。 
JICA が支援するものとしては、研修講師に対する補助研修、COGES 連合の設置と機能化支援（NGO

傭人費、研修費など）、学校活動計画支援、経験共有ワークショップ開催費とした。 
特に、モニタリングにかかるリカレントコストについては、PADEB の支援が終わったあとの予算

確保が不可欠であることから、国民教育省にはその旨申し入れた。同省もリカレントコストを負担す

べきことは認識しており、財務省と協議するとした。また、次官や COGES 推進室長からは、国家予

算の確保と執行が遅れた場合モニタリングが停滞することを懸念し、そのような場合はプロジェクト

で支援してほしい旨申し入れがあった。しかしながら、まずは同省が予算を確保するために努力する

ことが必要であることから、この申し入れは受け入れなかった。 
 
（２）世銀 PADEB のプロジェクト協力期間延長 
世銀との会談で 2007 年 12 月 31 日までの期限であった PADEB が、活動の遅れにより、18 カ月間

延長することとなった。COGES 全国普及のために確保された PADEB の資金が増えるわけではない

が、国民教育省が世銀に要請すれば、その執行が 2008 年中も可能であることを確認した。 
 
（３）見返り資金2の活用可能性 

ニジェール事務所が財務省に確認したところ、見返り資金の積立額のうち現時点で 5 億 CFA（約

1.3 億円）程度が利用可能となっている。コストシェアリングの試算の結果、2008 年から 2010 年に

かけてニジェール側が負担しなければならない総額は約 2 億 CFA である。見返り資金の活用可能性

については、今後、同国を兼轄する在コートジボワール大使館とも相談しながら、国民教育省、財務

省と検討していく必要があるが、特に問題がなければ、積極的に見返り資金の活用も視野に入れて先

方の予算確保が期待される。 
 
３－２－６ 投入  
活動費以外の日本からの投入は次のとおり。 

（１）長期専門家 4 名 
・チーフアドバイザー／教育アドバイザー：ニアメに配置。基礎教育総局長をカウンターパートと

して、プロジェクト全体のコーディネーターとなる。他ドナーとの連携、援助協調も行う。 

                                            
2 日本が実施する無償資金協力のうち、食糧援助、食糧増産援助、経済構造改善努力支援無償（ノン・プロジェクト

無償）において義務づけられた積立金制度。無償資金協力によって供与された物資の売却代金を被援助国政府が中央

銀行などの指定口座に振り込み、積み立てる方法が中心だが、政府が供与物資を無償配布したり、政府自ら使用した

りする場合は、政府の財政措置により積み立てられることもある（外務省ウェブサイトより抜粋）。 
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・COGES モニタリング：ニアメに配置。初年度は研修のモニタリングを行い、2 年目以降 COGES
連合設置を担当。業務調整補助。 

・学校活動計画：タウア州に配置。学校改善活動モデルづくりを担当。業務調整補助。 
・能力強化／業務調整：ニアメに配置。研修計画、実施のフォロー。業務調整を担当。 

（２）短期専門家 
・地方教育行政：COGES 連合全国アトリエ開催までの COGES 連合モデルの取りまとめ、政策へ

の反映までをフォロー。2007 年 12 月から 2008 年 3 月頃までを想定。 
（３）供与機材 
・ タウア州モニタリング用バイク：当初ザンデール州担当官のためのバイクを想定していたが、す

でに教育省予算に組み込まれていることが確認された。他方、タウア州担当官のバイクはフェー

ズＩ初年度に供与されて以来消耗が激しいため、新たに購入することとした。 
・ モニタリング車両：現在プロジェクトには教育省供与車両 2 台と、携行機材費で購入した車両 2

台、の計 4 台の車両がある。今後、中央での活動、全国展開に関するモニタリング、タウア州、

ザンデール州での活動を考慮し、これまでの活動実績を踏まえると、プロジェクトのオペレー

ション上、必要な台数であると考える。供与車両の 1 台はすでに 17 万キロを走行しており、頻

繁に故障しているとのこともあり、安全性の問題から、フェーズ II での活用は困難であると判断

し、フェーズ II において追加で 1 台車両を供与することが妥当であると考える。 
・ その他プロジェクト事務所のためのパソコンプリンターなど。 
・ 視学官事務所へのテレビの供与：2006 年度作成した研修用マルチメディアビデオ教材をいくつか

の COGES 連合などで新任校長研修の補助教材として試用してみたところ、非常に好評であり、

試用のために配布した COGES 連合のなかからは自分たちでコピーをして各 COGES に配布する

など、非常に効果の高い研修教材となる可能性が確認された。 
今後は新しく着任した校長や新設小学校の校長に対し、フォローアップのための研修教材とし

て使っていきたいと考えている（タウア州だけでも 1 年間で 500 名の校長が新たに就任した）。

最も確かな方法として、校長は給料の受け取りのため必ず県視学官事務所に来るため、その機会

を利用して、視学官事務所にテレビと VCD プレーヤーを設置し、校長が集まったときにビデオ

教材を見てもらうことを計画している。まずはタウア州で 5 台のテレビと VCD プレーヤーを購

入し、試行的にこの方法で新任校長のフォローアップ研修を行い、効果や効率を考え全国への普

及を検討することとした。 
 
 
３－３ 他ドナーとの連携 
３－３－１ 世銀 
世銀の教育担当者と会談し、PADEB フェーズＩにより、国民教育省の COGES 全国普及が支援さ

れることが決定していることを確認した。また、PADEB フェーズＩの全体の協力期間を 18 カ月延長

する方針とのことであり、COGES コンポーネントも同省からの要請があれば、期間延長可能である

ことを確認した。 
 
他方、COGES 連合については、地方分権化にも留意しながらその制度化を考える必要があること、

また明確な成果がまだみられないとの判断から、COGES 連合の全国設置についての支援は困難との

見解が示された。モニタリングコスト支援についても、持続性のために教育省の通常予算でみられる
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べきとの考えが繰り返された。これまでもコモンバスケットで COGES モニタリング費が確保されて

いながら、教育省で適切に執行していないことを挙げ、教育省側で実施すべきことを実施していない

ということが強調された。 
 
事前評価調査の M/M について、連署人として署名することは問題ないとの了承を得て、後日、実

際に署名を得た。 
 
現在検討中の PADEB フェーズ II（2008 年～2012 年）については、初等教育に重点をおきながら

も、就学前から大学教育までの包括的なプログラムを考えているとのこと。就学前についてはプロ

ジェクトでもコミュニティ幼稚園で取り組んでいる実績があり、今後は UNICEF との連携も進める

ことを伝えたところ、PADEB フェーズ II においても密な情報交換をしていきたいとの意向が示され

た。 
 
３－３－２ UNICEF 
コミュニティ幼稚園における連携確認文書に署名を行った。連携の枠組みとしては、COGES によ

るコミュニティ幼稚園の運営面を JICA が支援し、保育者への研修や教具の提供を UNICEF が支援す

るという形とした。2007 年中に 10 幼稚園、2008 年中に 20 幼稚園の設置を目指すこととしているが、

みんなの学校プロジェクトのフェーズ IIは2007年8月開始のため、それ以降の連携についてはフェー

ズ II が開始後正式に開始することとした。 
 
これまでプロジェクトは COGES のイニシアティブを尊重し、物品の供与などはあえて行ってこな

かったが、UNICEF ではコミュニティ幼稚園に付与する教具ミニマムパッケージなるものがあり、

COGES には大きなインセンティブとなっている。物品支援によりコミュニティのそもそものオー

ナーシップやイニシアティブが失われないよう、留意する必要がある。 
 
３－３－３ AFD 

フランス開発庁（Agence Française de Développement: AFD）は、ニジェールの「技術と財政支援パー

トナー枠組み」（Partenaires Techniques et Financiers: PTF）のリードドナーであり、調整役である。調

査団からフェーズ II の枠組みについて説明したところ、今回の調査結果についてパートナー間で共

有してほしいとの申し入れを受けた。ドナー会合で調査団からプレゼンをしては、との提案もあった

がスケジュール上困難なため、教育省との M/M を回覧することで共有することとした。また、プロ

ジェクトのチーフアドバイザー（教育アドバイザー兼務）、ニジェール事務所教育担当からドナー会

合で今回の調査結果を報告し、他の援助機関と情報共有を図るようお願いしたい。 
 
また、COGES のモニタリング費用については、PDDE の計画に COGES のモニタリング活動が反

映されることが重要であることが述べられた。そのうえで国民教育省からの要請があり、またドナー

間でのコンセンサスが得られれば、コモンバスケットからの支出も可能であり、そのためにも、ドナー

間での情報共有が重要である旨強調された。 
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第４章 今後の課題と方向性 

 
４－１ リカレントコストの確保 

 COGES の全国設置の立ち上げ研修費用、リカレントコスト（行政官のモニタリングに関する燃

料費、定例会議費など）については、2007 年中は世銀による基礎教育開発支援プロジェクト

（PADEB）によって支援されるが、2008 年以降の予算確保の目途はたっていない状況にある。 
 世銀との協議において、調査団から、2008 年以降もリカレントコストについて引き続き支援を

検討するよう申し入れたが、世銀から、本来であればニジェール政府が負担すべきものであり

（2007 年は COGES 全国設置のための特例措置）、教育開発 10 カ年計画に基づき正式に予算化す

べきとの見解が示された。他方、PADEB（2003～2007 年）の全体の進捗に遅延が生じているこ

とから、期間延長を検討しているとのことであり、COGES コンポーネントについても、国民教

育省から世銀に延長要請がなされれば、期間延長は可能（予算額変更なし）であるとの説明があっ

た。したがって、今後の同省と世銀の間の協議によるが、2008 年半ば頃までは、世銀の支援に

よる対応の可能性が見込まれる。 
 国民教育省との協議において、3 年間でニジェール政府が負担することが必要な経費と JICA が

支援する主な活動経費（プロジェクト管理費などを除く）のコストシェアリングのプロジェク

ションを行い、同政府にリカレントコストの予算確保に向けて対応するよう申し入れた。同省は、

予算化に向け経済・財務省と協議していきたいとの意向が示された。他方、同省から、予算確保

ができなかった場合、活動の停滞につながるとの懸念も示されたが、調査団から、持続性の観点

から、予算化（コモンバスケットの活用等）へ向けて取り組むよう申し入れた。 
 調査団は主要な援助機関を訪問し、本プロジェクトの枠組みを説明するとともに、リカレントコ

スト部分のニジェール政府が負担する必要があることを説明し、国民教育省がコモンバスケット

などの申請がある場合、前向きに検討するよう依頼した。 
 2008 年以降のリカレントコストについて、プロジェクト、ニジェール事務所に国民教育省の予

算確保に向け、引き続き関係政府機関、他援助機関とも協議・調整をお願いしたい。また、見返

り資金の活用も含め検討していくことが必要であると考える。 
 
４－２ COGES モニタリングの政策化支援 

 COGES の全国設置についてはフェーズ I の成果を踏まえ、教育開発計画に実施方法が反映され

たが、COGES 設置後のモニタリング活動の実施方法については政策レベルで戦略が具体化され

ていない状況にある。 
 行政を通じた体系的なモニタリングについては、JICA 以外に支援している機関はなく貢献が期

待される部分である。また、他援助機関の訪問を通じ特に地方行政と学校をどのようにつないで

いくのかが大きな関心事項となっており、この観点からも、ミニマムなモニタリングの仕組みを

確立していくことが喫緊の課題となっている。 
 フェーズ I では、タウア州、ザンデール州で COGES 連合を活用したモニタリングを試行し、

COGES 連合の立ち上げ研修、自立的な運営手法などに取り組み、これまでの教訓を含めマニュ

アルとして取りまとめている。今後、モニタリングについては各機関・組織の役割を明確にし、

ミニマムな労力で実施できる方法をタウア州、ザンデール州で実証していくとともに、政策レベ
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ルへ反映するよう取り組んでいく必要がある。具体的には、今後、COGES モニタリングの教育

省主催によるワークショップを開催し、関連援助機関のコンサルテーションを経てモニタリング

戦略策定に向け支援していく必要がある。 
 
４－３ 今後の COGES の方向性 

 世銀はニジェールの約 500 のパイロット校で試験的に直接 COGES に財政面での支援（5 万 CFA）

を行い、その効果・インパクトを調査する実証的調査を予定している（2007 年実施予定）。 
 調査団としては、このような方向性は現時点では時期尚早であると考えるが、COGES のさらな

る機能強化が必要になると思われ、今後の COGES の方向性を注視しつつ、教育省や他の援助機

関とも議論していく必要がある。 
 
４－４ 協力隊活動・他プロジェクトへの COGES の応用 

 COGES の活用は幼稚園、村落開発、学校保健などの隊員の活動にも応用されており、COGES
が教育開発のみならず、村落開発の重要な役割を果たしつつある。 

 これらの隊員活動はプロジェクトと連携して何かを目指すというよりも、まずは隊員がプロジェ

クト（COGES）のコンセプトを共有し、各隊員の活動に COGES を活用・応用し、村落開発、

教育開発に資する活動が継続されていくことが期待される。すでにニジェール事務所では、

COGES 関連で派遣される隊員に対し、プロジェクトから COGES に関するブリーフィングを行

う体制を整えている。そのうえで、特にプロジェクトの学校改善活動のコンポーネントで協力隊

との具体的な連携を検討していくことが考えられる。 
 今後ドッソ州ボゴイ県で実施されるマラリア感染症予防対策の技プロが開始される予定である。

本技プロでは、COGES を活用した村の保健衛生環境の改善などもコンポーネントとして検討さ

れており、みんなの学校プロジェクトがフェーズ II で全国に展開していくにあたり、活動計画

や連携法など、今後も意見交換をしていくこととしたい。 
 
４－５ 周辺国との経験共有 
 2006 年 12 月に周辺国（マリ、セネガル、ブルキナファソ）の教育省、専門家関係者をニジェー

ルへ招聘し、学校運営委員会に関する経験共有ワークショップを開催した（付属資料３－２参照）。

引き続きフェーズ II でも同様のニーズを有する周辺国関係者間で経験の共有化を図ることが重

要であると考える。 
 
４－６ その他 留意事項 
（１） プロジェクト実施スケジュール 
 フェーズ II は国民教育省の全国展開の活動を技術面で支援するという位置づけから、先方のス

ケジュールに大きな影響を受ける可能性がある。このため、先方が計画的に活動を進められるよ

う側面支援を行うとともに、先方のスケジュールに応じプロジェクトの活動計画も柔軟に対応し

ていくことが必要になると考える。 
 
 
（２） プロジェクト実施体制 
 フェーズ II では全国展開支援のため中央でのオペレーションにシフトしていくことになる一方
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で、タウア州、ザンデール州において学校活動計画の質の改善に関する活動の両方に取り組むこ

とになる。このため新たに中央にプロジェクト事務所を設置する必要があり、専門家は首都の事

務所とフィールドの事務所の 2 カ所での活動となることから、円滑なオペレーションのため、プ

ロジェクト実務体制（会計等）を整備していく必要がある。 
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付属資料１－別添１．事前評価調査ミニッツ 
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付属資料１－ 
別添２．コミュニティ幼稚園に関する UNICEFとの協定書（フランス語と和訳）
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みんなの学校プロジェクト／国際協力機構（JICA）－ニジェール事務所－ 

ならびに 

国連児童基金（UNICEF）－ニジェール事務所－  

 

就学前教育発展へ向けた二者連携に関する 

協定書 

 
 
みんなの学校プロジェクト／JICA と国連児童基金（UNICEF）は、就学前教育の発展のため、特に、

タウア州とザンデール州内の共通介入地域におけるコミュニティー幼稚園の促進のために、両者連携

に関する協議の計画を有している。 

当連携の妥当性を認知し、両当事者は、当書面を通し、この連携の枠組みを明確にするとともに、

その実施方法を決するものである。 

2007 年 4 月に署名される当連携は、2007 年 8 月 1 日から 2008 年 7 月 31 日までの期間を含むこと

となる。この連携の枠組みは、みんなの学校プロジェクト第 2 フェーズの公式署名後、さらに明確な

ものとなる。 

 
I. 連携の原則 

ニジェールにおける就学前教育発展の一環として、UNICEF とみんなの学校プロジェクト／JICA

は、コミュニティー幼稚園の実施に共同で支援を行うことを約束する。当連携は、教育開発 10 カ年

計画の目標に従って、コミュニティー幼稚園のより良いモデルを確立するために、UNICEF とみんな

の学校プロジェクトによる介入を相互補完的にするものである。 

 
II. 全般的目的 

・ 当該二者による介入の共働作用により、コミュニティー幼稚園の信頼できるモデルを確立する 

・ 現在から 2008 年までに、タウア州とザンデール州の農村地域における就学前教育就学率を上昇

させる 

 
III. 特定目標 

・ 2006/2007 学年度の終了時に、タウア州内で COGES により運営されるコミュニティー幼稚園が、

少なくとも 10 カ所に至る 

・ 2007/2008 学年度に、タウア州とザンデール州内で COGES のイニシアチブにより少なくとも 20

の新規コミュニティー幼稚園が設置される 

 

IV. 連携の介入地域 

タウア州とザンデール州内、みんなの学校プロジェクトと UNICEF の共通対象地域 

 
V. 連携期間 

2007/2008 学年度終了時まで 
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VI. 役割 

1． みんなの学校プロジェクト／JICA 

a) コミュニティー幼稚園設立へ向けた COGES ローカルおよびコミュニティーへの啓発 

b) 共同で定めた選定基準にかなう対象サイトの特定 

c) コミュニティー幼稚園設立過程にならい、適切な運営を滞りなく行ううえでの COGES ローカ

ルへの技術支援 

d) 内部（自主）モニタリング体制を確立するための COGES ローカルおよび COGES 連合への支

援 

 

2． UNICEF 

a) 国民教育省とのコミュニティー保育者に対する初期および継続研修への支援 

b) 教育の質を保証するため、幼稚園視学官事務所による外部モニタリング実施の支援 

c) 合意のうえに定められた条件に応じたコミュニティー幼稚園に対する用具ミニマムパッケー

ジの供与 

 

 

2007 年 4 月 16 日、ニアメにて 

 

 

――――――――――――――   ――――――――――――― 

M. Shinichi ISHIHARA    M. Akhil Iyer 

事前評価調査団代表    UNICEF ニジェール事務所 

国際協力機構     代表 
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事前評価調査面談録 
 

日時 平成 19 年 4 月 11 日（水）11:00 - 12:00 
場所 国民教育省大臣室 
面談者 国民教育省大臣 Mr. Ousmane Samba Mamadou 

調査計画局長 Mr. Daouda Ali 
COGES 推進室長 Mr. Damana Issaka 
調査団（石原団長、國枝団員、岩崎団員） 
プロジェクト（原チーフ、尾上専門家、中澤専門家） 

要旨 まず団長から、調査団の目的は、延長フェーズの進捗を確認し、フェーズ II の枠組みと

コストシェアリングについて協議することである旨説明した。特にコストシェアリングに

ついて、2008 年以降のモニタリングのための財源確保が課題であると強調した。 
調査団からの発言に対し、大臣からのコメントは次のとおり。 

＜COGES の位置づけについて＞ 
・ COGES は教育における最も重要なパートナーである。 
・ COGES を通してコミュニティは自助努力の力をつけ、政府の取り組みを後押ししてく

れることを期待している。 
・ COGES が自分たちで自らを支えられるようになるまでは、政府がしっかりと支援をす

るつもりである。 
・ 現在世銀が研究をしているところだが、今年度中に COGES に対し、補助金を供与し、

学校活動計画の実施を支援することを計画している。学校の規模にもよるが、各校少

なくとも 5 万 FCFA を供与する予定。 
・ COGES は教育の様々な目的を達成するために不可欠である。たとえば女子の就学改

善、教材管理、契約教員の管理も COGES に担わせたいと考えている。 
・ 従って、フェーズ II で COGES の活動が全国規模で展開されることは非常に喜ばしい。

・ 教育の質についても重要なポイントである。ニジェールでは多くの人が小学校での教

育を最終学歴として生活していかざるをえないのが現状である。小学校で学ぶことの

意義が非常に大きい。 
＜政府の役割について＞ 
・ 国民教育省は、COGES が自立的に運営できるようになるまで数年間は支援をしていか

なければならないと考えている。しかしながら、その間に自治体の能力が強化され、

自治体レベルで支援ができるようになるだろう。そうなれば、中央からの支援は必要

なくなるだろう。それまでは COGES 担当官を配置し、すべての面において中央から

支援をしていく考えである。 
＜世銀との M/M 署名について＞ 
・ 今回の M/M に世銀が連署人として署名することは歓迎すべきことである。今後も世

銀の教育専門官と日常的な情報交換を続けていきたい。 
 
日時 平成 19 年 4 月 11 日（水）15:30 - 16:00 
場所 世界銀行ニジェール事務所 
面談者 世界銀行教育専門官 Dr. Adama Ouedraogo 

調査団（石原団長、國枝団員、岩崎団員） 
プロジェクト（原チーフ、中澤専門家） 

付属資料１－別添３．事前評価調査面談録 
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要旨 まず団長から、調査団の目的を説明し、世銀との連携について協議したい旨、伝えた。

ウエドラゴ氏からのコメントは次のとおり。 
・ JICA は重要な技術協力のパートナーである。世銀はフィールドでの活動はあまり行っ

ていないため、支援の実施に当たっては相互補完的で非常によい関係であると考えて

いる。 
・ プロジェクトからは常に多くの情報をもらっており、非常に助かっている。 
・ プロジェクトで実験的に行うことと現実は異なる。だが、JICA の「みんなの学校プロ

ジェクト」では成果が示されたため、協働を考えることができた。 
・ また支援を行う際に忘れてはならないのは、政府を支援しているということである。

政府のペースも考えたうえで、制度化や支援を考えていく必要がある。 
大臣との会談もふまえ、質疑応答を行った。 

＜世銀にとっての COGES、COGES 連合とは＞ 
団長： 大臣から世銀が COGES に対する補助金や教具の支援を計画している旨聞いた。

これはどのように行っていく予定か。また、世銀としては、COGES を将来的にどのよ

うに活用したいと考えているか、展望を聞かせてほしい。 
ウエドラゴ氏： 補助金や物資の支援は世銀のイニシアティブで実施されるものでなく、

あくまで教育省の政策として実施されるものである。 
 COGES については、ニジェールの教育の発展のために重要な存在である。COGES の

重要な役割は学校とコミュニティの文化的、心理的、言語的な距離感をなくすことであ

る。少しずつコミュニティの学校に対する考え方を変え、信頼関係を築いていかなけれ

ばならない。コミュニティの能力強化のためには、徐々に働きかけていく必要があると

考えている。コミュニティと学校の距離がなくなればコミュニティのニーズに合った教

育を学校が提供することも可能になるだろう。 
 COGES と地方分権化は別のものである。地方分権化は草の根のニーズで進められて

いるものではなく、行政側の都合で始まったことである。従って、地方レベルではCOGES
の発展と地方分権化の進展の両方が動いている。しかし、地方分権化の進捗は行ったり

来たりの繰り返しである。COGES 連合の設置については、そのような地方分権化の影

響を考えずに進めることは困難であり、成果、結果をみてからでないと判断ができない

と思っている。 
 しかし、地方分権化の進展の如何にかかわらず、コミュニティは常に存在する。力は

COGES、学校レベルに蓄積されていく。COGES 連合も残っていくことができれば政策

につながっていくことができる。また自治体の力がついてくれば COGES 連合のあり方

も変わってくるだろう。 
団長： COGES 連合については、プロジェクトのモニタリングのために不可欠というこ

とで導入した制度であり、確かに地方分権化の流れには留意しながら、制度化の検討を

する必要があると考える。 
＜経常経費負担について＞ 
団長： 2007 年については、世銀の PADEB の支援もあり、経常経費の財源は確保されて

いる。例えばガソリン代がなければ、COGES 担当官による日常的なモニタリングは実

施できない。しかし JICA は技術協力機関であり、経常経費の支援をすることはできな

い。国民教育省から世銀に対し、経常経費の負担について支援申請があった場合に考え

る余地はあるか。 
ウエドラゴ氏： 経常経費負担は難しい問題である。自立発展性のためにも最初に姿勢を
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示す必要がある。経常経費は政府が予算確保することが必要であり、安易に当座の支援

をすべきではない。コモンバスケットがあり、その中には COGES 機能化のための予算

が組まれていた。しかし、国民教育省が適切に執行してこなかったという経緯がある。

必要であれば 2008年のコモンバスケットの中で教育省がCOGES政策にプライオリティ

をおき、予算を確保することは可能だろう。 
＜PADEB フェーズＩの延長について＞ 
ウエドラゴ氏： なお、PADEB フェーズＩを 18 カ月間延長することを決定した。支援総

額が増えるわけではないが、国民教育省からの申請があれば、支援を延長することは可

能。これまでは 2007 年 12 月 31 日までに予算を執行しなければならなかったが、申請

があればそれ以降も使うことは可能。 
＜M/M への署名について＞ 
団長： 連携の象徴のような位置づけであり、本 M/M に世銀が負う責務は含まれていな

い。JICA の幹部も連携に非常に高い関心を持っている。 
ウエドラゴ氏： 連署人となることは全く問題ない。 
<PADEB フェーズ II について＞ 
ウエドラゴ氏： 初等教育だけでなく、就学前教育から高等教育まで含め総合的な戦略を

考える必要があると考えている。就学前教育は特に重要な領域である。これまでのよう

に限られた人々のための「贅沢」としてではなく、コミュニティのためのモデルを考え

ている。初等教育が重点であることに変わりはないが、質のことを考えると、就学前や

中等も重要であると考える。 
原チーフ： プロジェクトではコミュニティ幼稚園の支援にあたり、UNICEF との連携を

考えている。 
ウエドラゴ氏： PADEB フェーズ II においても密な情報交換をしていきたい。 

 
日時 平成 19 年 4 月 12 日（木） 14:00 - 14:40 
場所 駐ニジェール欧州連合欧州委員会代表部 
面談者 教育担当 Mr. Sascha Farenzena 

調査団（國枝団員） 
プロジェクト（原チーフ） 
ニジェール事務所（Mr. Abdou Moussa） 

要旨 調査団より、フェーズ II 事前評価調査団の訪問目的について以下のとおり説明した。 
• フェーズ II では、タウア州とザンデール州で実施中のフェーズ I で構築した住民参

加による学校運営モデルの全国普及とモニタリング体制の確立を目指す。 
• 同モデルは関係機関からも評価されている。例えば世界銀行は、国民教育省の要請

に基づき、基礎教育開発プログラム（PADEB）の 2007 年度予算を全国普及の支援に

充てることを決定した。 
• 基礎教育分野で実績のある欧州連合の取り組みについて、理解を深めたい。 
それに対し、サーシャ氏から以下の説明があった。 

• 学校運営委員会（COGES）主体の学校運営モデルに関する JICA の成果は、我々も高

く評価している。 
• 教育セクターに関係するプログラムには、一般財政支援と基礎教育セクター支援プ

ログラム（SOUTEBA）の 2 つがある。 
• 一般財政支援では、(1) 財政ガバナンス、(2) 保健セクター、(3) 教育セクター、の 3
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分野で支援を行っている。計 9,000 万ユーロ（予定）を 4～5 年にわたって拠出する。

拠出にあたっては、年 2 回、セクターごとに設定された成果指標の評価を行ったう

えで拠出額を決定し、拠出を実施する。教育セクターの場合、アクセスや質に関わ

る 7 つの指標が使用される。 
• SOUTEBA は、2005 年から 2009 年までの 4 年間のプログラムで、(1) 教員研修の環

境整備、(2) 学校の地域環境への統合、(3) 国語による教授に向けた教員研修、で構

成される。(2)においては COGES への支援も扱う。2007 年 2 月から 3 月にかけて中

間評価を実施し、現在、報告書を作成中である。完成次第、JICA とも共有する。 
• 選択と集中の観点から、今後は、比較優位性の低い教育セクターのプロジェクトや

プログラムから撤退する。教育セクターでは期待された成果が出せなかった。 
• 参考まで、EU の分野別資金として、欧州開発資金（European Development Funds : EDF）

がある。重点分野は、(1) インフラストラクチャー、(2) 食糧安全保障、の 2 分野で

ある。 
 
日時 平成 19 年 4 月 12 日（木） 15:00 - 15:50 
場所 UNICEF ニジェール事務所 
面談者 教育課長 Ms. Dominique Brasseur 

就学前教育担当官 Ms. Sarah Poehlman 
調査団（國枝団員） 
プロジェクト（原チーフ、影山氏、Mr. Kabo Ibrahim） 

要旨 調査団より、フェーズ II 事前評価調査団の訪問目的について以下のとおり説明した。 
• コミュニティ幼稚園の分野で、JICA と UNICEF の連携が実現することを、心から喜

びたい。 
• フェーズ II では、タウア州とザンデール州で実施中のフェーズ I で構築した住民参

加による学校運営モデルの全国普及とモニタリング体制の確立を目指す。 
• 同モデルは関係機関からも評価されている。今回の UNICEF との連携はもちろんの

こと、例えば世界銀行は、国民教育省の要請に基づき、PADEB の 2007 年度予算を全

国普及の支援に充てることを決定した。 
• ニジェールにおける UNICEF の全体的な取り組みと、そのなかでの幼児育成分野の

位置づけについて、理解を深めたい。 
それに対し、UNICEF より、以下の説明がなされた。 

• ニジェールでは、主として女子教育、保健衛生と栄養、子どもの保護、行動変革に

向けたコミュニケーション、水と衛生、緊急時対応などに取り組んでいる。関連す

るセクターと緊密な連携を心掛けているが、なかでも教育セクターは最重要のパー

トナーと考えている。 
• ECD 分野では、2003 年に就学前教育（pre-school）の主流化に向けた取り組みを開始

し、その後 2006 年にニジェールの国家政策として正式に承認されることになった。

2006 年度の ECD 予算は約 60 万 US ドルで、これは 3 年前の約 3 倍で、拡大傾向に

ある。達成目標は、全 3～6 歳児のうち 5%が ECD サービスを受けられるようになる

こと。2003 年の開始時点では 1%台であったが、改善の途上にある。 
• 具体的な取り組みとしては、研修マニュアル、活動シート、といったツールの開発

と提供、そしてそれらに関する研修が要素となっている。幼稚園教員の研修では、

ECD の概論と実践的なツール（活動シート、保護者研修マニュアルなど）の使用法
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などが扱われる。供与する教材セットには、遊具、教材（例：フランス語やアラビ

ア語の単語学習用パズル）、楽器などが含まれている。これらを通じて、論理的な思

考や協調性を養うことが期待される。これらの教材は、他国・地域でも使用するこ

とを想定した共通パッケージであるが、製作にあたっては極力現地調達が可能な材

料を使用し、現地（ニジェール国内や周辺国）の業者が製作を担っている。楽器に

ついては、残念ながら、ニジェールの文化的な文脈では必ずしも効果的とはいえな

い。 
• 今回の連携に期待することは、 JICA と UNICEF の二者間の相互補完性

（Complementality）である。JICA には、住民参加による持続的な幼稚園運営の観点

から連携を主導してほしいし、UNICEF としては、幼稚園における活動の質を見てい

きたい。ニジェールのみならず、モロッコやモーリタニアなど他国におけるこれま

での UNICEF の経験では、幼稚園教員の給与が継続的に支払われる体制づくりが非

常に困難であった。JICA には、そのあたりの知見を大いに期待したい。また、利用

可能な資源を最大限に活用するという観点から、JOCV 隊員との連携も期待したい。

上記を受け、調査団より、以下のとおり返答した。 
• 連携の成功に向けては、二者間での方針のすり合わせや情報交換を密に行うことが

重要である。例えば、JICA の経験では、住民の主体的かつ継続的な努力を引き出す

という住民参加型運営の観点から、幼稚園や小学校に対して外部者である我々が物

品を供与することは非常に慎重に行わなければならないと考えている。こうした知

見を双方が持ち寄り、丁寧に活動を進めることで、連携が成功することを確信して

いる。 
 
日時 平成 19 年 4 月 12 日（木）15:10 - 16:00 
場所 国民教育省次官室 
面談者 次官 Ms. Maiguizo Rakiatou Zada 

調査計画局長 Mr. Daouda Ali、統計情報局長 Mr. Tchambou Amadou、 
初等教育局長 Mr. Moussa Sido（基礎教育総局長代理） 
調査団（石原団長、岩崎団員） 
プロジェクト（尾上専門家、中澤専門家） 
ニジェール事務所（杉山企画調査員、宇井職員） 

要旨 まず団長から次官に対し、調査団の目的と議題として、１）プロジェクトの枠組み、２）

タイムフレーム、３）経常経費の負担、について説明した。 
次官からのコメントは次のとおり。 

１） プロジェクトの枠組みについて 
・ フェーズ II でフェーズＩの成果を全国規模に展開できることをうれしく思う。 
・ モニタリングは非常に重要である。地方レベルの能力開発が必要である。プロジェク

トデザインは、モニタリングが学校から中央までつながるように設計されており、非

常に喜ばしい。 
・ コミュニティのオーナーシップが高まることを期待したい。 
＜タイムフレームについて＞ 
・ タイムフレームについても特に異存はない。（PADEB の支援期間が延長可能となった

との団長コメントを受けて）PADEB の支援が延長されるのであれば、COGES 設置の

ために必要な研修のための予算も確実に確保されるということだ。 
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＜経常経費について＞ 
・ モニタリングのための費用は非常に重要な活動費なので、国民教育省として確保する

ことが必要だと考えている。経済財務省と協議していきたい。しかしながら、万が一、

予算の獲得と執行が遅れた場合に、モニタリングが途絶えてしまい、プロジェクトに

深刻な影響を与えかねない。その場合は JICA に支援してもらえないか。 
→ この申し入れに対し、団長から次にように回答した。 
・ 現時点でそのような保証はできない。経常経費については給料と同様、基本的に国民

教育省の予算計画の中に含まれるべきものである。ぜひ予算を確保してほしい。 
→ これを受けて、次官はまずは経済財務省と協議する旨合意した。 

 
日時 平成 19 年 4 月 12 日（木） 16：30 - 17：30 
場所 ベルギー技術協力公社 
面談者 技術協力専門家 Dr. Bernard LEBRUN； PDDE 支援 Ms. Suzanne HOOGEWYS 

調査団（石原団長、國枝団員） 
プロジェクト（原チーフ、中澤専門家） 

要旨 団長からフェーズ II のプロジェクト枠組みについて説明し、意見交換を行った。主な内

容は次のとおり。 
・ ベルギーはドッソ州でノンフォーマル教育の識字のプロジェクトについて取り組んで

いる。フォーマル校はフランス語であるが、ノンフォーマル校はアラビア語となって

おり、両者間の関係はほとんどない状況であり、教育の一貫性に欠けている。ニジェー

ルの教育において、中央レベルでのキャパシティの弱さが課題となっている。また、

契約教員が多く、1 人の先生・1 教室の学校の割合が高いことも課題。 
→ 団長より、今後、プロジェクトの全国展開にあたって他のパートナーと十分に連携し、

世銀などによる財政支援も組み合わせて教育セクターの改善に取り組んでいく旨コメン

ト。 
・ JICA はドナーグループ（PTF）のパートナー文書に署名していないが、理念は共有し

ていると考える。今後の積極的な参加を期待したい。 
→ 団長より、ベルギーは財政支援（コモンバスケット）において、大きな役割を果たし

ていることから、今後、ベルギーとも連携を密にしていく旨を確認した。 
 
日時 平成 19 年 4 月 13 日（金）14:00 - 14:50 
場所 CONCERN   
面談者 CONCERN 教育アドバイザー、Mr. Normad Lévesque, 

調査団（石原団長、國枝団員、岩崎団員） 
プロジェクト（原チーフ） 

要旨 団長からフェーズ II のプロジェクト枠組みについて説明し、意見交換を行った。主な意

見は次のとおり。 
・ 中央と地方の調整はほとんどないため、それらを一つのシステムとしてまとめるのは、

非常に難しいだろう。 
・ 地方に働きかけることは非常に重要である。特にコミューンは今後大きなアクターと

なっていくと考えられる。 
・ モニタリングシステムにおいては、COGES、COGES 連合、COGES 担当官などのキャ

パシティの限界も理解しながら、それぞれの役割を明確にすることが重要だ。 
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・ 経常経費の負担については、JICA は今後の他ドナーに対し、発信を続けていくべきだ。

このように COGES に集中して支援をしていくことを伝え、ドナー間での重複を避け、

それぞれが補完的に活動していくべきだ。 
・ CONCERN の次のステップはまだよくわからない。現在はタウア州内のいくつかの県

を対象に支援をしているが、今後はタウア州内の別の県に支援するかもしれないし、

タウア州を出ることも考えられる。教員自主研修組織（CAPED）を使って教員研修も

支援したい。直接的にコミュニティレベルに働きかけていくことには変わりない。 
 
日時 平成 19 年 4 月 13 日（金）15:00 - 15:50 
場所 在ニジェールカナダ大使館 
面談者 国際協力担当 アドバイザー Mr. Guy Villeneuve（CIDA からの出向） 

調査団（石原団長、國枝団員、岩崎団員） 
プロジェクト（原チーフ） 

要旨 団長からフェーズ II のプロジェクト枠組みについて説明し、意見交換を行った。教育担

当者には会うことができなかったため、カナダのニジェール協力方針全般に関する情報が

主となった。 
・ 教育担当者が不在のため、プロジェクトについてはコメントがあれば担当者から連絡

をさせる。教育的側面からの助言や意見交換が必要であれば日程調整をして再度時間

を設けたい。 
・ カナダは現在 25 カ国に対して二国間支援を行っている。2004 年にニジェール大使館

は一旦閉鎖することが決まったが、その後 2006 年に再開することが決まり、現在大使

館も再開の準備を行っているところである。 
・ ニジェールに対する支援は年間 18 百万ドルから 20 百万ドルを予定している。教育セ

クターに半分以上を割り当てることになる。カナダが協力しているセクターは教育の

みである。特に女子教育に力を入れている。教育には集中的に投入を行い、ドナーの

間でもある程度の地位を占めたいと考えている。 
・ 現在ニジェール支援計画を策定中である。協力の三本柱は①食糧保障、②ジェンダー

問題：女子教育等、③家族支援：収入創出活動等である。 
・ 米国も近々支援を再開する予定と聞いた。年間 20 百万ドルは使うとのことだ。 
・ カナダがニジェールに支援するのは、カナダが英連邦の一員で、G8 のメンバーで、か

つ仏語圏諸国機関（La Francophonie）の一員という唯一の国であるという背景もある。

今後は安全保障理事会の非常任理事国入りを狙いたいと考えており、援助を強化集中

している。 
・ コモンバスケットには投入せず、戦略的に支援をしていく予定だ。 

 
日時 平成 19 年 4 月 13 日（金）16:00 - 17:10 
場所 フランス開発庁 (Agence Française de Développement: AFD) 
面談者 教育保健担当、財政支援担当 Mr. THIAIS Pascal 

調査団（石原団長、國枝団員、岩崎団員） 
プロジェクト（原チーフ） 

要旨 団長からフェーズ II のプロジェクト枠組みについて説明し、意見交換を行った。主な意

見は次のとおり。 
・ 残念ながら、フェーズＩでどのような活動が行われていたのか詳しくは知らないが、
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フェーズ II でフェーズＩの成果に基づいて全国展開するということは非常に喜ばしい

ことだ。COGES が重要な役割を果たすということにすべてのドナーが異論ないはずで

ある。 
・ 経常経費負担については、同じ問題意識を共有する。先方政府が確保しなければなら

ない。教育省と PTF 会合で承認がされれば、コモンバスケットでモニタリングコスト

を負担することも可能であると考える。 
・ 今回の事前調査の結果を是非ドナー間で共有してもらいたい。今後もドナー間で密な

情報交換、連携を進めていくことができればと思う。 
 
日時 平成 19 年 4 月 18 日（水）08:30 – 09:30 
場所 タウア州コニ県マルバザ郡 COGES 連合 
面談者 マルバザ郡 COGES 連合事務局員、マルバザ郡長、コニ県 COGES 担当官 

調査団（石原団長、國枝団員、岩崎団員） 
プロジェクト（尾上専門家、Ibo 氏） 

要旨 調査団より、COGES 連合の活動状況や意見について聞き取りを行った。主な内容は次

のとおり。 

・ 設立は 2005 年 10 月。52 の COGES から構成。事務局員は 15 名。 

・ 会合は、総会が年に 1 回、事務局の定期会合が年に 5 回、そして今年度は、臨時会合

を 2 回開催。 

・ 活動資金は、COGES の分担金が各 3,000 FCFA、地元のセメント公社の寄付が 40 万

FCFA、郡政府による活動支援（教室建設や井戸掘りなど）が 375,000 FCFA 相当。 

・ 現在、セメント公社の寄付を原資とする収入創出事業を検討中。内容は、一括調達に

よる規模のメリットを活かした COGES 向けの文房具屋の運営。 

・ 学校活動計画は、52 COGES のうち、43 COGES から回収済み。 

・ 連合設置による変化は、COGES のネットワークができ、各学校の情報が連合を通して

手に入るようになったこと。（郡長） 

・ 連合の会合への参加で、学校を留守にするのは苦労を伴う。（ある校長） 

・ 連合の事務局委員が COGES 代表から選ばれることが重要。 

・ 連合の意義は、きちんと会合を開き、情報収集や交換をすること。 

・ 連合や COGES の運営に問題はない。問題は、教員がストなどで不在となること。 

・ みんなの学校プロジェクトのマルチメディア教材は非常に有用。各 COGES レベルで

も上映してほしいとの声が多い。 
 
日時 平成 19 年 4 月 18 日（水）10:30 – 11:30 
場所 タウア州イレラ県トゥル小学校コミュニティ幼稚園 
面談者 トゥル小学校 COGES 委員、コミュニティ幼稚園教師、イレラ県 COGES 担当官、他 

調査団（石原団長、國枝団員、岩崎団員） 
プロジェクト（影山スタッフ） 

要旨 調査団より、COGES の活動状況や意見について聞き取りを行った。主な内容は次のと

おり。 

・ 園児数は男児 66 名、女児 46 名、計 112 名。3 クラスに対し、教師 3 名体制。 
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・ 開園は月曜日から金曜日までの 8:00 から 11:30 まで。 

・ （これから支援を受ける予定の）UNICEF が規定する女子教育の指針に従い、男児に

入園制限を課している。 

・ 保護者から徴収する料金は年 2,000 FCFA。 

・ 訪問当日の授業は、3 クラスとも「果物の名前」であった。 

・ COGES としての活動は、コミュニティ幼稚園のほかに、教室やトイレの建設、APP（生

産実習活動）、住民啓発、受験生対象の補習授業など。 

・ コミュニティ幼稚園は、1 クラスの予定で始めたが、需要が非常に大きく、結果的に 3

クラスにまで拡大した。 

・ 子どもたちが、自分から手を洗ったり、顔を洗ったり、自ら身支度をして幼稚園に行

くようになった。また、父母や祖父母の名前を言えるようになった。 
 
日時 平成 19 年 4 月 18 日（水）12:30 – 13:30 
場所 タウア州イレラ県チガセダンテール小学校 
面談者 チガセダンテール小学校 COGES 委員、イレラ県 COGES 担当官、他 

調査団（石原団長、國枝団員、岩崎団員） 
プロジェクト（尾上専門家、Ibo 氏） 

要旨 調査団より、COGES の活動状況や意見について聞き取りを行った。主な内容は次のと

おり。 

・ 小学校の創立は 2000 年 10 月 1 日。 

・ 児童数は男子 53 名、女子 23 名、計 76 名。今年度は 15 名が卒業試験を受ける予定。

・ 教員は 3 名で、うち有資格者は 1 名。 

・ 学校菜園の収入 105,000 FCFA を原資とする収入創出活動を実施。内容は家畜の売買に

よる差益を狙うもので、5,000 FCFA の出資者に対し、20,000 FCFA を融資。対象は女

性のみで、6 カ月以内の完済が条件。2006/07 年度は、77,000 FCFA の純益があった。

融資利用者の個別の例としては、融資を受けて 13,000 FCFA で購入した羊が半年後に

26,000 FCFA で売却でき、出資金を除いた純益が 8,000 FCFA に及んだという実例あり。

・ COGES の活動としては、卒業試験の受験料負担、COGES 連合会合への出席に伴う旅

費負担、教員宿舎の整備、補習授業、消耗品の購入などを実施。計 157,000 FCFA の支

出のうち、64,600 FCFA は上記の収入創出活動の収入を充てた。 

・ COGES 導入による変化は、何よりも住民の啓発。 

・ 会計は基本的に教員が処理している。会計係を含め、大多数が非識字者なので任せら

れない。極力、会計に現金が残らないような配慮もしている。 

・ 学校活動計画の実施にかかる資材購入に際しては、COGES 委員長と委員 1 名が手続き

を行い、別の委員がチェックしている。倉庫番といったポストは設置していない。 

・ COGES 連合は、個々の学校にとって有用。卒業試験に向けた模擬試験や住民の啓発活

動は、連合があってこそ。 
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日時 平成 19 年 4 月 21 日（土）10:00 – 11:00 
場所 ザンデール州マタメイ県モアラ小学校 
面談者 モアラ小学校 COGES 委員、マタメイ県 COGES 担当官、他 

ザンデール州国民教育局長、ザンデール州 COGES 監督官 
調査団（國枝団員） 
プロジェクト（尾上専門家、Ibo 氏） 

要旨 調査団より、COGES の活動状況や意見について聞き取りを行った。主な内容は次のと

おり。 

・ 学校活動計画では次の 5 つの活動を計画 

(1) 校庭整備→ 実施済み。 

(2) 就学促進啓発→ 実施済み。59 名の新入学生。うち 18 名が女子。 

(3) わら葺の 2 教室の設置→ 実施済み。 

(4) 学校敷地の柵設置→ 実施済み。 

(5) 受験生（6 年生 29 名）対象の夜間学習→ 実施中。週 5 日。指導員（教員ではな

い）に対する月 3,000 FCFA の謝金、ランプ購入費、燃料代を支払っている。 

・ 上記の活動に加え、机と窓の修理を計画中。 

・ 今年度初めの教員ストライキの際、契約教員に直談判して中止を要請。年度後半は、

契約教員 3 名のうち 2 名がストライキに参加しなかった。 

・ 教員の動機付けのために、COGES としては教員宿舎の整備や生活用水の提供などが考

えられる。まだ実施できていないので、検討したい。 

・ 何よりも、教員とのコミュニケーションが大切。それが信頼関係の源に。 

・ 行政に期待したいのは、他の COGES との情報交換や経験共有の場の提供。 
 
日時 平成 19 年 4 月 21 日（土）11:40 – 13:00 
場所 ザンデール州マタメイ県クルリクッチカ郡 COGES 連合 
面談者 クルリクッチカ郡 COGES 連合事務局員、クルリクッチカ郡長、マタメイ県視学官、マタ

メイ県 COGES 担当官 
ザンデール州国民教育局長、ザンデール州 COGES 監督官 
調査団（國枝団員） 
プロジェクト（尾上専門家、Ibo 氏） 

要旨 調査団より、COGES 連合の活動状況や意見について聞き取りを行った。主な内容は次

のとおり。 

・ 2006 年 11 月に研修を受け、12 月に連合設置。13 の COGES で構成。 

・ 今回の事務局会合（月例）の議題は次のとおり。 

(1) 連合の事務局員の役割 

(2) 連合の活動の方向性 

(3) 事務局会合の開催日（i.e. 火曜市を避けたい） 

(4) 連合の第 2 活動計画（i.e. 女子就学向上に向けた啓発など、実行のための協議）

(5) 郡行政への支援要請 

・ 夜間学習のための資機材購入を連合活動として計画。中学校進学者の落第率が高いと
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いう COGES の問題意識が理由。→ EPT チーム「連合ではなく、各 COGES レベルの

活動では？」 

・ 一般的に、住民の間には、小学校は公務員になるために通うところという誤解がある。

そうではなくて、読み書き算数などの基本を学ぶところという理解を促すようにして

いる。 

・ 教育分野を超えた地域開発における連合の可能性は大きい。しかし、現時点では、ま

だ連合として把握できる情報の量や質が十分とはいえない。（郡長） 

・ 行政に期待したいのは、COGES 担当官による定期的な助言指導。また、教員を新学期

に期日どおり配置することもお願いしたい。→ マタメイ県視学官「確かにどの教員を

どの小学校に配置するかを決めるのは県視学官事務所だが、配置が決まった教員を小

学校に最終的に配置する手続は郡行政の仕事」 
 
日時 平成 19 年 4 月 21 日（土）14:00 – 14:40 
場所 ザンデール州マガリア県コアヤ小学校 
面談者 コアヤ小学校 COGES 委員、マガリア県 COGES 担当官 

ザンデール州国民教育局長、ザンデール州 COGES 監督官 
調査団（國枝団員） 
プロジェクト（尾上専門家、Ibo 氏） 

要旨 調査団より、COGES の活動状況や意見について聞き取りを行った。主な内容は次のと

おり。 

・ 小学校は 1964 年に創立。 

・ 設置研修を受けたのは 2007 年 2 月。 

・ 今年度の学校活動計画は、(1) 住民啓発活動、(2) 学校敷地の柵設置、(3) 水がめの購

入、の 3 件で、すべて実施済み。支出 13,050 FCFA は、すべて保護者会（APE）が負

担した。 

・ 資金調達の時期が収穫期（10～11 月頃）からだいぶ後だったので、かなり苦労した。

・ 学校の課題は尽きることがない。机、教室の補修、柵の補修（毎年）、水がめ（子ども

がすぐに壊す）など、取り組むべき問題は多い。 

・ COGES 連合には、就学促進のための住民啓発に関する支援を期待している。 

・ 教員 3 名のうち、契約教員は 2 名。これまで、ストライキで困ったことはない。 

・ COGES の設置とその後の活動によって、子どもの就学と出席が大きく改善した。 

・ 会計帳簿をきちんと記帳している。しかし、財務研修のような機会があると有難い（ ち

なみに会計係の女性が見せてくれた帳簿ノートは丁寧に記帳されていた）。 

・ また COGES の様子を見にきてほしい。（会計係） 
 
日時 平成 19 年 4 月 21 日（土）15:30 – 16:10 
場所 ザンデール州マガリア県カフィンバカ小学校 
面談者 カフィンバカ小学校 COGES 委員、マガリア県 COGES 担当官 

ザンデール州国民教育局長、ザンデール州 COGES 監督官 
調査団（國枝団員） 
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プロジェクト（尾上専門家、Ibo 氏） 
要旨 調査団より、COGES の活動状況や意見について聞き取りを行った。主な内容は次のと

おり。 

・ 設置研修を受けたのは 2007 年 2 月。 

・ 今年度の学校活動計画は、(1) わら葺教室の建設、(2) 机の購入、(3) 学校敷地の柵設

置、(4) 水がめの購入、の 4 件で、すべて実施済み。 

・ 動員した資金は、約 64,300 FCFA 相当のナイラ（隣国ナイジェリアの通貨 → マガリ

ア県はナイジェリア国境沿いに位置している）。保護者会（APE）負担、前年度からの

繰り越し、教科書保証金で賄った。 

・ 教科書保証金というのは、2006 年に世界銀行から教科書の供与を受けた際に義務とし

て開始した制度で、各保護者が年 500 FCFA を支払うことになっている。 

・ 学校は全 3 クラス。教員は 3 名。 

（1～2 年生の担任の女性教員の発言） 

 クラスは男子 18 名、女子 23 名の計 41 名。 

 今年度着任したばかりだが、着任当初は、住民との距離があった。その後、宿舎

の提供などを受け、次第に距離が縮まってきたように思う。 

 ストライキは参加したくないが、参加しなければ解雇と組合から言われている。

→ 州国民教育局長「その心配は無用。教員の人事権は州国民教育局・県視学官

事務所にあるのだから」 

・ 女子の就学がなぜ重要か。例えば、医者は男性ばかりなので、女性は気軽に診察に行

けない。こんな状況が変わるとよい。（男性住民） 
 
日時 平成 19 年 4 月 21 日（土）17:15 – 18:00 
場所 ザンデール州マガリア県バンデ郡 COGES 連合 
面談者 バンデ郡 COGES 連合事務局員、マガリア県 COGES 担当官、マガリア県指導主事 

ザンデール州国民教育局長、ザンデール州 COGES 監督官 
調査団（國枝団員） 
プロジェクト（尾上専門家、Ibo 氏） 

要旨 調査団より、COGES 連合の活動状況や意見について聞き取りを行った。主な内容は次

のとおり。 

・ 2006 年 9 月に研修を受けた。 

・ 構成する COGES は 44 つ。学校活動計画は全 COGES から回収済み。 

・ 連合第 1 活動計画は 2006 年 10 月に策定。総会は年 4 回、事務局会合は毎月開催。こ

れまで、事務局会合 5 回と総会 1 回（2006 年 12 月、69 名出席）を開催。 

・ 連合第 2 活動計画は以下の 4 件。 

 模擬試験→ 4 地区の試験センターで実施予定。17,500 FCFA の予算は各 COGES

の分担金を充てることを想定。 

 補習授業→ ノートやチョークの購入。 

 住民啓発→ 5 月から実施予定。 

 関係者へのロビー活動→ 実施中。これまでのところ反応はよく、NGO の SNV
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が教員自主研修組織（CAPED）へ支援してくれることに。 

・ 今年度予定している各 COGES の分担金は、連合への入会金 1,000 FCFA と年会費 2,000 

FCFA の計 3,000 FCFA だが、全 44 COGES のうち、まだ 32 COGES からしか回収でき

ていない。連合機能化の障害となっている。→ EPT チーム「他の資金調達方法の可能

性は？ 分担金が回収できない原因の分析は？ 連合として透明性や説明責任が示せな

ければ、COGES が連合への参加意欲を失いかねないので注意が必要」 

・ 連合事務局にも女性委員が必要だと思うが、現状では、女性は家事で忙しかったり遠

路の移動も困難だったりで、委員としての参加は難しい。そのため、そもそも各 COGES

から選ばれる連合総会のメンバーに女性が少ない。 

・ 教員ストライキについては、問題を抱えている COGES は少なくない。現時点では、

COGES の側の能力が十分でないので、COGES による問題解決は時期尚早だが、将来

的にはそうなることが必要である。ただ、ストライキ中は任地にとどまらなければな

らないという規定を守らない教員がいるので、それを COGES が監視することはでき

る。 

・ 県内の各地区（ゾーン）に原則として 1 名ずつ配置されている指導主事は、連合の会

合への出席、COGES からの学校活動計画の回収、CAPED を通じた教員経由の住民啓

発など、連合の活動に貢献できる。（指導主事） 
 
日時 平成 19 年 4 月 22 日（日）08:15 – 09:45 
場所 ザンデール州ザンデール市二言語小学校 
面談者 ザンデール市二言語小学校 COGES 委員、ザンデール市 COGES 担当官 

ザンデール州国民教育局長、ザンデール州 COGES 監督官 
調査団（國枝団員） 
プロジェクト（尾上専門家、Ibo 氏） 

要旨 調査団より、COGES の活動状況や意見について聞き取りを行った。主な内容は次のと

おり。 

・ 2006 年 7 月に研修。 

・ 学校創立は 1979 年。児童数は男子 228 名、女子 282 名、計 510 名。教員は、16 名の

契約教員を含む計 20 名。うち 18 名が女性。クラス数は 11。 

・ 今年度の学校活動計画は、(1) わら葺教室の建設、(2) 教室の屋根補修、(3) 教室とモ

スクの床補修、(4) 文房具の購入、(5) 机の補修、の 5 件で、すべて実施済み。費用は

計 179,000 FCFA。 

・ 当初の学校活動計画の完了を受け、追加の活動として以下を計画（予算は計 144,600 

FCFA）。 

(1) 模擬試験→ 5 月と 6 月に 1 回ずつ予定。ノート購入や採点者手当など。 

(2) わら葺教室と職員室の補修→ 壁塗り労賃、セメント 13 袋、屋根用ビニールシー

ト、砂運搬労賃など。 

・ ちなみに、COGES 設置に先立つ 2005/06 年度に実施した保護者会活動は、屋根用波ト

タン 46 枚購入、机用の板、ねじ、くぎ、セメント 1 袋、労賃 10,000 FCFA、ドア・窓
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の補修（2 年生教室と校長室）、床補修、机の補修 48 脚など、計 207,000 FCFA 相当。

すべて保護者会が負担。 

・ COGES 設置は、すべてを変えるきっかけになった。設置前は、組織的な活動計画はな

く、場当たり的に活動を実施していた。設置後は、住民の総意として計画し、投資の

優先順位を見極められるようになった。 

・ COGES 連合の存在は非常に重要。COGES の啓発はもちろんのこと、例えば受験料の

免除や教室補修への支援など、COGES レベルで解決できない問題を、郡行政などへの

働きかけを通じて解決できる。 
 
 
日時 平成 19 年 4 月 22 日（日）10:10 – 11:00 
場所 ザンデール州ザンデール市 COGES 連合 
面談者 ザンデール市 COGES 連合事務局員、ザンデール市 COGES 担当官 

ザンデール州国民教育局長、ザンデール州 COGES 監督官 
調査団（國枝団員） 
プロジェクト（尾上専門家、Ibo 氏） 

要旨 調査団より、COGES 連合の活動状況や意見について聞き取りを行った。主な内容は次

のとおり。 

・ 第 1 活動計画の内容は以下のとおり。 

(1) 内規の策定と承認 

(2) 事務局会合の開催計画（今年度 10 回 → 既に 11 回開催） 

(3) 連合総会の開催計画（今年度 4 回 → 既に 3 回開催） 

・ 学校活動計画は 27 校中 23 校の COGES から回収済み。 

・ 第 2 活動計画の内容は以下のとおり。 

(1) COGES 啓発→ 実施済み。 

(2) 受験生への支援→ ドリル購入・配布、心構えの講話。実施済み。 

(3) 模擬試験→ 未実施。 

(4) 火災被災校（2 校）への緊急支援→ 一般から集まった 40 万 FCFA 以上の募金を、

すべて被災校へ寄付。 

・ これまでのところ、収入 83,000 FCFAに対し支出 83,000 FCFAで、残高 0。収入はCOGES

の分担金と事務局員の負担金 300 FCFA／月。COGES 分担金は、都市部校が「入会金

2,000 + 年会費 5,000」、郊外校が「入会金 1,000 + 年会費 5,000」。23 校中 18 校から分

担金の回収が済んでいる。残る 5 校は、すべて郊外校だが、これらの学校の代表も総

会に参加している。 

・ 事務局員の負担金は、地域の教育改善へのコミットメントを対外的に示すため。関係

者から協力を募るからには、自らの覚悟を示す必要がある。 

・ 未実施の模擬試験については、募金で何とかしたいと考えているが、分担金が未回収

なのに募金をお願いするのは順序が違うとも思う。→ EPT チーム「自分たちができる

範囲で持続的な連合運営を行うことが重要」 
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・ （EPT チームが触れた、世界銀行による対 COGES 補助金供与に対して）COGES の会

計担当に財務研修が必要だ。 

・ 郡行政との連携は非常に良好。郡行政による連合支援の例は以下のとおり。 

 各校にゴミ箱の設置 

 11 校に対して給水支援 

 児童対象の表彰式 

 模擬試験への支援 

 会合場所の提供 

・ 小学校への支援も大事だが、コーラン学校も忘れてはならない。（連合会長） 
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